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おり、地表から上５cmを刈り取るため、立性
の強い品種が収量確保の点でも適している（第
２図）。

3　冬季の生産量不足を品種で解決
宮崎県で古くから栽培されていた品種「サ

プライズ」（トーホク交配）、「スーパーアリー
ナ」（トーホク交配）は、１月から２月の冷え込
む時期に、ホウレンソウの生育が伸びず、生
産量が落ち込むことが課題であった。
そこで宮崎県総合農業試験場畑作園芸支場

（以下「当試験場」）は2009年に、代替品種を探
索するため、国内種苗メーカーのカタログ中

1　加工適性が高い品種選定の動き
加工・業務用野菜の需要に応えるため、お

好み焼き用キャベツやおでん用ダイコン等、
特定用途への適性が高い品種の開発が進んで
いる。
しかし、専用品種の開発は生産量が多い品

目が中心で、ホウレンソウのように加工業務
用割合が低く（全体の５%）、需要量が少ない品
目では、青果用の品種のなかから適性のある
ものを選定する必要がある。
ここでは、加工用ホウレンソウ生産の全国

シェア８割を占める、宮崎県での品種選定の
取組みを紹介する。

2　栽培体系のなかで求められる品種
青果用と加工用では、品質や規格が異なり

（第１表）、出荷規格として、青果用は草丈が
25～30cmに対し、加工用は40cm以上が求め
られる。そのため、加工用は栽培期間が長く
（第１図）、冬季でも大きくなる低温伸長性の
高い品種が望まれる。
また、加工用は収穫作業の機械化が進んで

研究員　原　理紗

加工用ホウレンソウの品種選定による生産量安定化
─ 宮崎県総合農業試験場畑作園芸支場の取組み ─

用途 品質 出荷規格

加工用

・葉が大きく葉肉が厚い
・ 葉柄、葉身部のバランス
が良い
・ 洗浄・加熱加工に耐え
られる
・濃緑色　等

・40cm以上
・コンテナによるバラ出荷

青果用 ・ 形状や葉色等の外観の
良さ

・ 25～30cm程度
・ 150～250g程度の結
束、袋詰め
・ 根付き、根切りは荷姿に
よる

資料 野菜流通カット協議会（2018）、日本種苗協会（2018）を基に作成

第1表　 用途別にみたホウレンソウの品質と規格

第1図　加工用・青果用ホウレンソウの栽培暦

資料 加工用は、宮崎県総合農業試験場畑作園芸支場へのヒアリン
グを基に作成。青果用は、サカタのタネHPより「クロノス」の栽培ス
ケジュール（暖地）を基に作成
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第2図　立性と低温伸長性による収量への影響

資料 農研機構九州沖縄農業研究センター（2018）および宮崎県総
合農業試験場畑作園芸支場からのヒアリングを基に作成
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姿（ほ場審査）と収穫物の品質（収穫物審査）を基
に点数化して、特性を可視化している（写真１）。
17年度の審査会で２等を獲得した「TSP-

526」（タキイ交配）は、クロノスの代替品種と
して有望視されており、18年４月には「福兵
衛」という名前で商品化された。

5　品種選定による産地支援
このように宮崎県では、加工用ホウレンソ

ウの量的拡大を図るために、産地の課題に応
じた品種選定を行ってきた。
まず、既存品種のなかからクロノスを見い

だしたことで、冬季の生産量不足の課題解決
につなげることができ、クロノスは主力品種
となった。また、審査会を通じて種苗メーカ
ーに産地のニーズを伝え、多くの品種を比較
することで、新たな有望品種の選定にも取り
組んできた。
今後は、さらなる生産量拡大を目指し、高

温期での播種・発芽や、土壌に起因する課題
解決を目指している。

のキーワード（低温伸長性、立性等）をもとに４
品種をランダムに抽出し、栽培試験を行った。
その結果、普及品種よりも冬季収穫に適した
「クロノス」（サカタ交配）を見いだした。
09年にはほとんど生産されていなかったク

ロノスは、12年から一部産地で導入が始まっ
た。県の普及指導員や生産者同士の情報交換
により徐々に浸透し、現在では広く作付けら
れている（第２表）。クロノスの普及により、冬
季の生産量不足の課題は解消に向かっている
という。

4　クロノスの代替品種の探索
しかし、限られた品種に作付けが偏り、生

育パターンが似ると、悪天候等によるリスク
が懸念される。したがって、導入可能な品種
は多い方が良いという。
そこで当試験場は品種選定のために、加工

用ホウレンソウの全日本野菜品種審査会（（社）
日本種苗協会主催）を15、16、17年度の３回に
わたって開催した。審査会では、出品された
20～30品種を同じ条件で栽培し、栽培中の草

　＜参考文献＞
・ 日本種苗協会（2018）『種苗界』、 4月号
・ 農研機構九州沖縄農業研究センター（2018）『加工・業務
用ホウレンソウ機械収穫体系マニュアル』

・ 野菜流通カット協議会（2018）『加工・業務用野菜の生産・
流通の手引き～主要品目の事例集～』

（はら　りさ）

市町村 09年 12 15 17

小林市
アリーナ
サンピア
サプライズ
アトラス

アリーナ
サンピア
サプライズ
アトラス

サプライズ
スーパー
 アリーナ7
クロノス

サプライズ
スーパー
 アリーナ7
クロノス

えびの市
サンピア
スーパー
アリーナ

サプライズ
クロノス
スーパー
 アリーナ

弁天丸

サプライズ
スーパー
 アリーナ7
クロノス
弁天丸

サプライズ
スーパー
 アリーナ7
クロノス
弁天丸

都城市 パイオニア
アトラス ハンター クロノス

グランディア

クロノス
サプライズ7
スーパー
 アリーナ

西都市 ―
サプライズ7
スーパー
 アリーナ7

サプライズ7
スーパー
 アリーナ7

クロノス
プログレス

資料  宮崎県「市町村集計による野菜生産出荷実績並びに計画」より
作成

（注） 　17年時点で作付面積が50haを超える市町村について記載。
09年の小林市は、10年に合併した野尻町を併せて記載。

第2表　 宮崎県内産地の加工用ホウレンソウの主な
品種の推移

写真 1　 第69回全日本野菜品種審査会　
ホウレンソウ（加工用・冬どり）の様子
（写真：宮崎県総合農業試験場畑作園芸支場提供）

ほ場審査 収穫物審査
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部」「調製作業部」の２つから構成される。さ
らに、「刈取部」は掻込みディスク、挟持ベル
ト、姿勢制御ローラ、切断刃等からなる。「調
製作業部」は、刈取部後方のベルトコンベア
とコンテナ設置のスペースからなる。
オペレーターが運転を行い、刈取はキャベ

ツの茎部をディスクで中央に掻き込み、根部
をつかんで引き抜く。その後、姿勢制御ロー
ラや挟持ベルトで結球部の姿勢を補正し、根
部をカットする。また、調製は、２人以上の
作業員が外葉を調製・選別し、収穫物をコン
テナに格納する

（注）
。

収穫機の運転と制御は高い技能が必要だ。
キャベツの植付けは直線でなく、また実は葉
に隠れたり傾いたりする。畝の高さ、株間の
距離等もほ場により異なる。オペレーターは
ほ場の状況やキャベツの位置を目視し、進路
や掻込みディスクの速さ、刈高、挟持ベルト
の速度等のコントロールが求められる。長時
間の集中力維持や作業の正確さが必要なた
め、オペレーターの負担が大きい。

2　キャベツ自動収穫ロボットの研究

立命館大学理工学部の深尾隆則教授を中心
とした研究チーム（露地野菜生産ロボット化コ
ンソーシアム）は16年から、既存の収穫機に
GPS（全地球測位システム）受信機、カメラ、レ
ーザー等を搭載して、収穫の自動化に向けた
研究に取り組んでいる（農研機構生研支援セン
ター 革新的技術開発・緊急展開事業（うち人工知

能未来農業創造プロジェクト））。

野菜生産の機械化は、水稲に比べ遅れてい
る。品目ごとに栽培方法が異なり、収穫物の
外観品質が求められることが理由として挙げ
られる（（深山）2018）。
近年、加工・業務用野菜の需要拡大や人手

不足を背景に、収穫作業の機械化ニーズが高
まっている。収穫機械の出荷台数は、にんじ
ん、玉ねぎ、ねぎを中心に増加する一方、キ
ャベツ等の葉茎菜類向け出荷は依然として少
ない（第１図）。
こうしたなか、自動認識のためのAI（人工知

能）等の急速な発展を受け、収穫機械への応用
が模索されている。以下、キャベツを事例に
これらの技術等を活用した研究開発について
紹介する。

1　従来の収穫機の構成と作業

国内でのキャベツ収穫機の研究開発は1970
年代から始まり、2000年前後に製品化された。
現在、市販されている多くの収穫機は、「刈取

研究員　趙　玉亮

野菜収穫機の研究開発
─ AI活用によるキャベツ自動収穫ロボットの開発 ─

資料 一般財団法人日本農業機械工業会より作成
（注） キャベツ収穫機の台数は「その他の葉茎菜類」に含まれている。

2,000

1,500

1,000

500

0

（台数）

2014 15 16 17

第1図　品目別の野菜収穫機の出荷台数推移

大根 その他の葉茎菜類
ねぎ類 たまねぎ にんじん その他の根菜類

その他
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１人（複数台管理も可能）で対応が可能となり、
省人化効果が大きい。

3　今後の開発方向と期待

今後の課題としては、様々なほ場条件に対
する高い適応性確保が挙げられる。北海道だ
けでなく、栽培間隔や畝の高さ等のほ場条件
が異なる地域で、テストを重ねることが必要
だ。
また、キャベツ収穫機の自動化ノウハウを

白菜、ブロッコリー等に汎用することも可能
だ。さらに、一部メーカーは施設園芸品目の
トマトやキュウリ、果樹のリンゴや梨等の収
穫ロボットの研究開発にも着手した。
しかし、機械制御とAIに関する知見を有す

る人材が不足しており、それが研究開発や実
用化を制約する懸念があると深尾教授は指摘
している。研究開発や実用化を加速していく
には、産学官連携の強化等によって人材不足
をカバーすることが重要なポイントである。

自動収穫のためには自動走行とキャベツの
自動認識や高い作業精度が求められる。深尾
教授はこれまで、自動車の自動運転のほか、
ロボットやAI（ディープラーニング手法）等を研
究してきた。大量のキャベツ画像をAI（ディー
プラーニング手法）に学習させることで、高い
精度でキャベツの自動検出に成功した。また、
レーザーを用いて土壌面検出、走行経路の自
動生成や制御等も実現した。
さらに、満杯のコンテナを自動運搬車やフ

ォークリフトが空コンテナと交換し、トラッ
クまで運ぶという一連の運搬作業も自動化で
きた。
この研究成果をもとに北海道で実証試験に

取り組んでいる。JA鹿追町と協力し、ほ場で
進行速度30㎝/秒で自動収穫したところ、収穫
ロスがほとんどなく、熟練オペレーターと同
様のレベルに到達した。
これまでオペレーターや調製作業を行う作

業員等を含め４人以上が必要であったが、収
穫からコンテナ運搬までの自動化により、作
業監視やコンテナを組み立てるための作業員

（注）キャベツ収穫機の詳細な構造は青木（2013）を参
考にされたい。

　＜参考文献＞
・ 青木循（2013）「新型キャベツ収穫機」『農業機械学会誌』

75巻 4号、239～241頁
・ 深山大介（2018）「野菜生産における機械化の現状」『野菜
情報』、 1月号

（チョウ　ギョクリョウ）

 キャベツ自動収穫ロボット
（写真：立命館大学理工学部深尾教授提供）

AIによるキャベツの自動検出

農林中金総合研究所 
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当時、管内では10kg詰めダンボールによる

出荷が一般的であった。組合員は１玉ずつ規

格（サイズ、等級、外葉枚数等）を見極め、収穫・

調製・箱詰めし、トラックに手作業で積み込

んでいた。

そこで当JAは出荷形態の変更に取り組むこ

ととした。300kg詰めの鉄コン出荷の場合、

複数の規格を混載（混み玉）するので、一斉収

穫が可能となる。また、フォークリフトの利

用で積み込み作業の負担を軽減できる。野菜

流通カット協議会の試算によると、収穫から

出荷までの作業時間は、鉄コンでの混み玉出

荷で10aあたり23時間となり、ダンボールに比

べて４割削減となる。

ただし、鉄コンをカット野菜工場に搬入す

るには、コンテナの大きさに合わせた工場の

スペース確保が不可欠である。そこで当JA

は、当初から取引がある加工会社に受入場の

整備を依頼した。加工会社は、カット野菜の

加工・業務用に仕向けられる野菜は、規格

ごとに選別され、主にダンボールで出荷され

る。しかし、収穫・調製・出荷の省力化のため、

キャベツや玉ねぎを中心に複数の規格を混載

する鉄製コンテナ（以下「鉄コン」）での出荷が

広まりつつある。

鉄コン出荷にあたっては、保管場所の確保

だけでなく、納入先のカット野菜工場での荷

受場の改良などが必要だ。

以下では、加工用キャベツの販売に取り組

むJAとぴあ浜松を事例に、産地から購入した

野菜の選別等を行ったうえで加工会社に納入

する中間事業者や、加工会社との連携による

鉄コン出荷を紹介する。

1　買取販売の開始と販路の拡大

2005年頃、当JAは価格低迷等による農業生

産縮小への対応を模索していた。そうしたな

か、関東の中間事業者から加工用のキャベツ

販売に関する提案を受けた。そして06年から、

契約取引に基づくキャベツの買取販売に新た

に取り組むこととし、中間事業者の需要量や

買取価格等を組合員に広く提示しながら参加

者を増やしてきた。また、取引先拡大のため、

１～２人の職員を東京に駐在させ、営業活動

に取り組んできた
（注1）
。

2　加工会社の受入体制の整備

取引先の開拓が軌道に乗ると、当JAは組合

員の作業負担軽減に取り組んだ。

研究員　福田彩乃

中間事業者・加工会社との連携によるキャベツの鉄コン出荷
─ JAとぴあ浜松（静岡県） ─

鉄製コンテナに入ったキャベツ（筆者撮影）

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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独自に労働力確保（援農隊）に取り組んだこと

で、大規模経営体のなかには加工用キャベツ

を主要な経営品目と位置付け、作付拡大を図

る動きも見られる。こうして取扱量は16年に

4,000トンを超えた（第１表）。

本事例からはJA、中間事業者、加工会社の

連携によって、組合員が生産に取り組みやす

い環境を整備することが重要であると示唆さ

れる。当JAは、取引先の選定にあたって、価格

等の取引条件だけでなく「産地を一緒に作っ

ていけるか」という点を考慮しているという。

併せて、今後の需要拡大に産地が対応して

いくため、当JAは、JA鹿追町（北海道）、JA尾

鈴（宮崎県）、種苗会社、機械メーカー等21団

体とともに15年に「リレー出荷高度化協議会」

を設立した。産地が抱える品種や収穫機械導

入に関する課題を集約し、種苗会社や機械メ

ーカー等と共有している。今後、こうした取

組みがどのように生産に波及するのか、注目

していきたい。
（ふくだ　あやの）

需要拡大を見込み、必要量確保のためには組

合員の省力化に寄与する出荷・輸送方法への

転換が必要と考え、１年かけて荷受場確保や

フォークリフトの導入等を行った。

3　中間事業者による鉄コンの貸与

こうして、09年から鉄コンでの出荷を拡大

した。その後、受入場の整備に協力する企業

が増加したことで、さらに、ダンボールから鉄

コンへの移行が進展した。

鉄コンは当JAが購入し組合員へ貸与する。出

荷拡大に伴って、当JAは取得台数を当初の300

機から700機まで増やしたが、更に取得するには

追加の保管場所確保が課題となった。専門企

業からのリースによる補完にも取り組んだが、

組合員のレンタル費用の負担は大きいという。

そこで、主要取引先の中間事業者と協議し

た。中間事業者は組合員の費用負担軽減が生

産拡大に寄与することを期待し、19年から自

ら取得した1,800機を当JAに貸与することとし

た。保管場所については、収穫時期の異なる

他産地へ貸与することで通年利用が可能とな

り、解決する見通しだ。

4　種苗会社や機械メーカーとも課題を共有

管内では、安定的な販路確保が進んだこと

で、漬物用大根から加工用キャベツへの転換

が進み、当JAのキャベツの取扱量は06年の

550トンから10年の1,805トンまで拡大した。

その後、鉄コン出荷による省力化や、当JA

（注 1）加工用キャベツの取組み開始の詳細は、髙山
航希（2019）「地域農業の生産振興を重視したJAの
販売事業」『日本農業経営大学校ブックス；5』を
参照。

取扱量 出荷容器 備考
2006年度 550 ダンボール

がメイン

鉄製コンテ
ナでの出荷
を拡大

06年：取組み開始

13年：援農隊試験稼働開始
15年：リレー出荷高度化協
議会の設立
17年：5,100トンを予定して
いたが、異常気象によって大
幅減収

07 932
08 1,002
09 1,853
10 1,805
11 1,605
12 2,273
13 2,266
14 2,667
15 3,714
16 4,416
17 3,870

資料 JAとぴあ浜松提供資料、聞き取りをもとに作成

第1表　 JAとぴあ浜松での、加工用キャベツの
取扱い実績

（単位　トン）

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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った（第２表）。内訳をみると、加工原料用の
割合が伸びた一方で、業務用の割合は低下し
た。この変化は、外食等がキャベツの調達を
ホール（原体）から外葉除去や芯抜きを行った
一次加工品へとシフトさせたことによるとさ
れる
（注1）
。
以下では、日本一の産地である群馬で外食

等向けにキャベツの一次加工を手掛ける全農
ぐんま青果物一次加工センター（以下「加工
センター」）について紹介する。

2　2016年 8 月に加工センター稼働
平野部での生産振興により端境期であった

年末から春先にかけても生産が行われ、群馬
産キャベツの周年供給が可能となりつつある。
周年供給体制の構築を受けて、生産者が市況
の影響を受けずに安定的な所得を得られる新
たな販路の確保を目的として、 16年８月に加
工センターが民設民営の地方卸売市場である
前橋総合卸売市場（以下「前橋市場」）の敷地内
に開設された。
加工センターは半割芯抜き加工したキャベ

ツを販売している。業態別の販売割合は、カ
ット野菜業者が６割と最も大きく、次いで食
品加工業者が３割、外食・中食・量販店・コ
ンビニベンダー等が１割である。これらの業
者には、①安定数量の周年調達、②一次加工
のアウトソーシングによる人件費や廃棄物処
理費の節減、というニーズがある。なお、取
引先の多くが県内に立地しており、加工セン
ターの県外向け販売は少ない。
このように加工センターには、生産者にと

1　産地リレーでキャベツを周年供給
キャベツは外食・中食でギョウザやお好み

焼き等の加熱調理具材だけでなく、揚げ物の
付け合わせやサラダ等にも生鮮のまま供され、
幅広い食のシーンで使用される。このような
基本的食材という位置づけもあり、大量の需
要が周年で発生する。2017年に国内で生産出
荷された1,142万トンの野菜のうちキャベツは
128万トンと11.2％を占め、最も生産量の多い
品目である。また、通年供給のために出盛り
期の異なる複数の産地からリレー出荷されて
いる。例えば、首都圏へ供給されるキャベツ
は、春の茨城、千葉から、夏秋の群馬、冬の
愛知へと産地が移り変わる。なお、県別の出
荷量は群馬が最も多く、次いで愛知、茨城の
順である（第１表）。
キャベツの用途別仕向け割合は、15年に加

工・業務用が52％となり、家計消費用を上回

主事研究員　一瀬裕一郎

全農ぐんま青果物一次加工センターによる
キャベツの芯抜き加工

県 出荷量 シェア
群馬 236,500 18.5
愛知 232,200 18.1
茨城 104,100 8.1
千葉 102,000 8.0
神奈川 73,200 5.7
全国計 1,280,000 100.0

資料 農林水産省「野菜生産出荷統計」

第1表　 主要県のキャベツ出荷量（2017年）
（単位　トン、％）

00年度 05 10 15

家計消費用 52 52 50 48
加工・業務用 48 48 50 52

加工原料用 22 26 29 34
業務用 26 22 21 18

資料 小林（2017）

第2表　 キャベツの用途別仕向け割合
（単位　％）

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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ラスチックコンテナまたは段ボールに詰めら
れ、加工した当日のうちに取引先へ販売され
る。なお、販売価格は年間を通じて一定である。
また、加工作業で発生した芯等の残渣は粉

砕されて、リキッドフィーディングに取り組
む沼田市の養豚業者へ飼料として販売される。

4　県内産割合と販売価格引上げを目指す
全農ぐんま担い手サポートセンターと県内

JAが連携し、群馬産キャベツの供給が不足す
る冬春期の生産振興と生産技術の向上を図っ
ている。それを受けて、加工センターは群馬
産の割合を高め、より品質の高い一次加工品
を製造することで、JA系統にとっての有利価
格による安定的な販売をしていきたいという。

っては所得の安定、取引先にとっては費用の
節減というメリットがあるといえよう。

3　半割芯抜き作業の流れ
加工センターは元旦を除き稼働し、10～13

人の作業者が１日あたり10～15トンのキャベ
ツを処理している。加工センターの半割芯抜
き作業は第１図のような流れで行われる。
作付け前に加工センターへの出荷希望に手

を挙げた組合員から県内のJAが集荷したキャ
ベツを、前橋青果（前橋市場の青果卸）を通じ
て、加工センターは季節ごとに一定価格の予
約相対取引で受け入れている

（注2）
。生産契約は結

んでいないが、群馬産キャベツの調達可能量
を把握するため、事前に出荷希望を取ってい
る。また、前橋青果を通す理由は、卸売市場
の代金決済機能を活用して組合員へ迅速に代
金を支払うためである。
受入後１日冷蔵保管したキャベツを炭酸電

解次亜水で洗浄する。次亜塩素酸ナトリウム
とは異なり、炭酸電解次亜水による洗浄では、
塩素臭がないという利点がある。
洗浄後はコンベアでクリーンエリアに搬入

され、半割芯抜き加工が行われる。半割芯抜
き加工はラインによって、①半割機で２分の
１にカットした後に手作業で芯抜き、または
②半割芯抜き機で芯抜きして２分の１にカッ
ト、といういずれかの方法で行われる。
半割芯抜き後は、取引先の要望に応じてプ

（注 1）小林（2017）は「外食・中食企業の野菜仕入に
おいて、ホール形態での仕入から、芯抜き・皮む
きなどの前処理やカットなどの一次加工された形
態での仕入へ転換する動きが一部では進んだ」と
述べている。

（注 2）群馬産だけで必要量が賄えない時期には、他
県の全農県本部および経済連から直接調達してい
る。加工センター調達量に占める県外産割合は 2

割程度とのことである。

　＜主要参考資料・WEBサイト＞
・ 群馬県農業協同組合中央会（2018）『JA歳時記』
・ 小林茂典（2017）「主要野菜の加工・業務用需要の動向と
国内の対応方向～2015年度の推計結果をもとに～」農畜
産業振興機構『野菜情報』11月号

・ 小林茂典（2018）「加工・業務用野菜の動向と国内の対応
方向」『Primaff Review』第81号

・ 全国農業協同組合連合会（2018）「簡便化ニーズに応えた
【国産野菜の消費拡大】」『Apron』第481号
・ 全国農業協同組合連合会群馬県本部（2016）『県本部通信』
第174号

（いちのせ　ゆういちろう）

第1図　半割芯抜き作業フロー

資料　ヒアリングより農中総研作成
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2　土壌物理性による貯蔵性アップ
収穫後に鮮度を保持し続けるためには、ま

ず、貯蔵性の高いレタスの栽培を行うことが
重要である。
そこで土壌物理性に注目し、同一ほ場のなか

で様々な土壌物理性を作り出し、栽培実験を
行った。すると、土壌物理性の違いでレタス
の成長速度が変わり、成長速度が緩やかなレ
タスの方が貯蔵性は高くなった。
その理由は様々考えられているが、成長速

度が緩やかになると１つ１つの細胞は小さく
組織が緻密になるため、糖度が高くなり、ス
トレスに強く腐りにくい構造が保たれること
も一因とみられる（第２図）。

3　収穫後の鮮度保持の条件
収穫後は、レタスの呼吸量と水分量の制御が

重要になる。外気に開放された環境下では、呼
吸により栄養成分が損失し、蒸散による水分損
失でしおれも生じる。一方、密閉環境では、酸
素不足で嫌気呼吸をするため、腐れや悪臭を
生じ、水滴中での微生物繁殖もおこる（第３図）。

1　鮮度保持期間の延長に向けた取組み
加工会社は野菜調達において、定時、定量、

定品質を求める。しかし、露地物では、日々の
気象状況のなかで、農作物の生長速度をコン
トロールし、必要量を出荷することは難しい。
そのため、貯蔵可能期間が短いレタス等の

品目では、供給の過不足が発生しやすく、価格
変動も大きくなる。仮に、貯蔵日数を延ばし10
日から数週間の保管バッファを設けることが
できれば、過不足の緩和が期待できる（第１図）。
従来から、貯蔵方法については多くの研究

があり、最適な貯蔵条件の解明は進んでいる。
しかし、関係者の間では貯蔵前の青果物の状
態によって、貯蔵時の品質に影響することが
問題視されてきた。
そこで、産地、卸売、加工会社が加入する

野菜流通カット協議会では、2015年から農林
水産省の「青果物流通システム高度化事業」
の実施主体として、栽培から貯蔵まで一貫し
た実験に取り組んできた。
その17年度の成果報告書を基に、レタスの

鮮度保持について紹介する。

研究員　原　理紗

フードチェーン全体での鮮度保持に向けた実証実験
─ 野菜流通カット協議会の青果物流通システム高度化事業より ─

第1図　加工・業務用野菜の定時・定量調達での
貯蔵庫の寄与

資料 野菜流通カット協議会（2018）を基に作成

産地

貯蔵

（収穫量）
x週
y週
z週

（出荷量）
x週
y週
z週

貯蔵施設への出荷

貯蔵庫

横持ち配送

このまま出荷
・ロス、不足
  の発生
・激しい
  価格変動

・ロス、不足
  の減少
・価格の
  安定

第2図　栽培条件によるレタスの貯蔵性への影響

資料 野菜流通カット協議会（2018）
　　Agsoil株式会社の報告部分およびHPを基に作成したイメージ図

土壌物理性（硬度など）の違い
硬盤がさほど固くない

成長が遅い

硬盤が固い

成長が速い
細胞壁

糖分

貯蔵性が高い 貯蔵性が低い

・細胞が小さく緻密
・ストレスに強い
・糖度が高い

・細胞が大きく空疎
・ストレスに弱い
・糖度が低い
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まれている（第１表）。ただし前述のように、
青果物の貯蔵性は栽培によっても大きく変わ
る。よって、設備や資材の導入による効果を
最大化するには、本事業のように、生産と流
通が連携して、栽培条件も併せた鮮度保持に
向けて取り組むことが重要になる。

従来よりも貯蔵期間を延ばすためには少な
くとも４つの条件を整える必要がある。まず
呼吸量を抑えるために低温（０～５℃）にする。
加えて、相対湿度（90％以上）、ガス環境（通気
や換気）や、傷んだ部位を持ち込まない等の調
整も必要であることが分かってきた。

4　栽培・貯蔵条件の両方が品質に影響する
こうした栽培と貯蔵方法は、貯蔵後の品質

にどのように影響するのだろうか。実験によ
ると、低温高湿環境で貯蔵することで、しお
れによる減耗を抑えられた（第４図左）。ただ
し、腐敗率は、貯蔵環境による差は少なく、
土壌硬度が均一なほ場で栽培すると抑えるこ
とができた（第４図右）。
この結果から、レタスの鮮度保持のために

は、栽培時と収穫後どちらかで対策を打てば
良いのではなく、両方兼ねることが有効であ
るとみられる。

5　生産と流通の連携が不可欠
貯蔵条件を制御するための包装・貯蔵関連

市場は、20年には77億円まで拡大すると見込

　＜参考文献＞
・ 富士経済（2017）『フードバリューチェーン関連市場の現
状と将来展望2017』

・ 牧野義雄編（2018）『青果物の鮮度・栄養・品質保持技術
としての各種フィルム・包装での最適設計』株式会社
And Tech

・ 野菜流通カット協議会（2018）「平成29年度　青果物流通
システム高度化事業報告書」

（はら　りさ）

16年
（実績）

20年
（予測）

20/16年
（伸長率）

鮮度保持フィルム 4,640 4,950 107%
赤外線・紫外線殺菌装置 20 50 250%
強制通風予冷装置 985 985 100%
真空予冷装置 625 685 110%
差圧通風予冷装置 120 120 100%
CA貯蔵システム 670 730 109%
低温高湿貯蔵システム 150 180 120%
合計 7,210 7,700 107%
出典  富士経済（2017）

第1表　 包装・貯蔵関連の市場規模
（単位　百万円）
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資料 野菜流通カット協議会（2018）、株式会社前川製作所の報告部
分より作成

（注） 1 適性ほ場とは通常の本ほづくりをして、土壌硬度が均一になる
ようにしたほ場である。比較ほ場とは、通常の本ほづくりにプラソ
イラーを垂直・ランダムに加えて、土壌硬度が区画内でばらつくよ
うにしたほ場である。

 2 入荷時のレタスが大雨で冠水した影響により、通常時よりも腐
敗が進みやすくなっていた。

第4図　栽培条件・貯蔵環境の異なるレタスの
減耗率（左）と腐敗率（右）
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第3図　収穫後の貯蔵環境による鮮度への影響
開放環境 呼吸量：過剰
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資料 牧野（2018）を参考に作成
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〈レポート〉農林水産業

研究員　石田一喜

JA等による外国人受入れの概要について
─ 請負方式と特定技能に注目して ─

いるため、繁閑に応じた従事先の変更はでき
ない。よって、畜産を除く農業分野の実習生
の受入れに関しては、季節性をどのように解
決するかが重要な課題であった。
こうしたなかで、北海道のあるJAが、技能

実習制度の原則を踏まえつつ、降雪地帯でも
継続して実習を行うことができる仕組みを考
案し、実際に実習生の受入れを開始した。
請負方式は、こうした北海道の取組みの

「全国展開」をはかる仕組みであり、その基本
的なスキームは第１図の通りである。
請負方式の最大の特徴は、実習実施者とな

るJA等が所有する選果場や加工場あるいは経
営するほ場での作業に加えて、実習実施者で
はない農業者のほ場での作業にも、技能実習
生の従事が認められる点にある。
例えば、北海道の先行事例では、両者の作

業を組み合わせて、夏季は複数の組合員のほ
場での農作業、冬季はJA施設での出荷・調整
作業を中心に行うこととし、年間を通じた実
習実施を実現している。JAあるいは農業者が
個別に行う場合よりも、継続的な実習が可能
であり、農業の技能等の修得に関して包括的
かつ効果的な実習につながるとして、実習生
にもメリットがあることが期待されている。
ただし、実際に請負方式に取り組む場合は、

技能実習制度の原則に沿った以下２点を踏ま
える必要がある。
第１は、すべての作業に関して、実習実施

者であるJA等が指揮命令者となる必要がある
点である。すなわち、実習実施者に該当しな
い農業者のほ場の作業に実習生が従事する場
合でも、JA等が作業指示を行う必要がある。
このとき、農業者から実習生に作業指示を行
うと、労働者派遣法および職業安定法が禁じ

2018年６月に開催された農業技能実習事業
協議会（第１回）では、JA等が実習実施者とな
り、農業者との農作業請負契約に基づき行う
技能実習を「農作業請負方式技能実習」（以下
「請負方式」）とし、実施に際して関係者が講ず
べき事項を「農作業請負方式技能実習に関す
るガイドライン」にまとめている。19年２月
末時点で、複数の県域のJAが実施を検討中で
あり、19年度内の実習開始が見込まれている。

1　請負方式の概要
技能実習制度は、国際貢献を目的に、OJT

を通じた技能移転を目指す制度であり、年間
を通じた継続的な実習の実施を原則としてい
る。農業分野でも、これまで多くの実習生を
受け入れてきた実績があり、直近数年でも増
加傾向が続いている。しかし、他産業と比べ
てみると、農業は積雪や品目の特性から季節
的な繁閑が生じやすく、継続的な実習の実施
が容易ではない。とはいえ、１つの機関での
実習が前提となり、在留期間が３年未満の実
習生による実習実施者の変更は不可とされて

第1図　請負方式の基本的スキーム

資料 「農作業請負方式技能実習に関するガイドライン」等を参照に筆
者作成

（注） 例として、「畑作・野菜」での実習生受入れを想定した。

農業技能実習事業協議会都道府県支部
（関係都道府県、都道府県中央会、都道府県農業会議等）

監
理
団
体
外
国
人
技
能
実
習
生

実習
監理

雇用
契約

実習計画の
事前確認

全実習時間の
3分の1以下

選果場等

JA（実習実施者）
組合員Ⅰの
ほ場（畑作）

組合員Ⅱの
ほ場（畑作）

JAのほ場
（畑作）

全実習
時間の
2分の1
以上
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ている「偽装請負」に該当してしまうため、
注意が必要である。さらにこの場合は、事前
にJA等と農業者との間で農産物生産に関する
請負契約を締結することが必須となり、作業
できるほ場は契約の範囲内に限られている。
第２は、ほ場と選果場での作業に従事でき

る時間に上限・下限が設定されている点であ
る。そもそも農業分野における１年を超える
実習は、２職種６作業（耕種農業（畑作・野菜、
施設園芸、果樹）、畜産農業（養豚、養鶏、酪農））
に限られている。そのうえ、ここから１つ以
上の作業に関する技能等の修得を目指し、全
実習時間の２分の１以上は、関連する農作業
に従事しなければならないとされている。こ
うした制約があるため、実習生が修得を目指
す作業の設定は、管内の状況との調整が必要
となる。また、選果場での出荷・梱包作業は、
全実習時間の３分の１以下という上限がある
ため、選果場の作業のみを実習として実施す
ることはできない。

2　請負方式実施に向けた検討手順
請負方式の検討にあたっては、まず自らの

JAの体制や管内の状況をみて、請負方式の実
施が現実的に可能か見極める必要がある。具
体的には、アンケートや部会との意見交換、
または既存の職業紹介事業や請負事業などの
実績を参考に、請負契約を締結する農業者の
規模を把握し、管内で年間を通じた実習機会
の確保が可能か検討すべきであろう。また、
JA内での農作業受託事業（請負事業）体制の在
り方や技能実習生の宿舎の確保などもこの段
階から想定しておくべきである。
もし実施を希望することになれば、次は連携

する監理団体を決める必要がある。この際、自
らが監理団体機能を持つJAでも、請負方式に

関しては外部の監理団体を利用しなければな
らない。既に技能実習生を受け入れている組
合員の「口コミ」等も参考にして、希望にあ
った監理団体と連携することが重要となる。
監理団体が決まれば、次は技能実習計画の

作成である。通常であれば、実習計画作成後
は、すぐに外国人技能実習機構に認定申請す
る。しかし、請負方式の場合は、機構への申
請前に、各県域レベルで組織される「事業協
議会支部」に資料の確認をあおぐ必要がある。
その後は、支部から確認した旨を記した通知
が送付されるのを待ち、到着次第その通知を
添付資料として、機構に実習計画の審査を申
請することになる。これ以降は、通常の実習
生の受入れと共通である。

3　特定技能との関係
最後に、19年４月から施行される在留資格

「特定技能
（注）

」との関係を確認してみたい。
特定技能は、JAによる外国人労働者の雇用

を認めるほか、JAが作業の指示をすれば、組
合員等から委託された農作業に雇用した外国
人を従事させてもよいと整理している。その
ため、請負方式に近い取り組みが、特定技能
を通じても行うことができる。
なお、特定技能の場合、外国人が従事できる

業務内容は、「耕種農業全般」「畜産農業全般」
という２つの大区分があるだけで、それ以外
の制約がない。また、具体的に従事する業務
内容については、栽培・飼養管理、集出荷・選
別作業、製造・加工作業はもちろん、技能実習
制度が認めていない運搬・販売作業等への従
事も認めている。19年２月末時点、各作業に関
する時間的な制約など一部の詳細は不明であ
るが、汎用性が高いことは間違いない。
複数の農業者とJA等が連携する外国人の受

け入れは、今後組合員から実施が期待される
とも予想される。特定技能による雇用も含め、
今後の対応を検討する必要があろう。

（いしだ　かずき）

（注）「特定技能」の創設経緯や基本的な概要は、石
田一喜（2018）「新たな在留資格『特定技能』の概要
─農業分野における外国人の受入れに着目して─」
『農林金融』12月号にまとめている。
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〈レポート〉農林水産業

主任研究員　若林剛志

農業生産構造の変化と排水問題
─ A土地改良区からの示唆 ─

等の地域の生産構造の変化によっても生じる
ことがある。深水潅漑と水管理の粗放化の２
つの事例で、排水にどのような問題が生じて
いるか示そう。
冷害を抑制するための深水潅漑において、

経営体は短期間に湛水するが、必要性が薄れ
れば排水する。大規模経営体は管理下にある
多くのほ場から短期間のうちに排水する。そ
れが水路の流量増加につながり、設備の能力
を超えたとき冠水する。経営規模の大きさに
加えてほ場の大区画化が進展している場合も、
一定期間における水路の能力を超える流量増
加が冠水につながることがある。
大規模経営体では、しばしば水管理が粗放

化する。経営体管理下の各ほ場の水管理に手
が回らず、掛け流しをすることや、他の経営
体との意思疎通の不十分さが、自らの排水に
よる下流農地や隣接農地の冠水につながるこ
とがある。このように、近年の水稲における
経営規模の拡大では、短期間に水を利用し、
排水する例が発生している。
このほか、地区水利組合の水利調整委員が

兼業先の仕事の関係上、地区を不在とする場
合や、専業農業者でも地区の用排水に対しき
め細かに対応できない場合もある。例えば、
ある耕作者が個別ほ場の状況に合わせ排水す
る際に、隣接ほ場の耕作者との意思疎通が図
れず、隣接ほ場の水口の開閉調整ができなけ
れば、作付けられた作物の生育状況に影響を
及ぼす。畑地転換されたほ場が冠水する場合
には作付園芸品目が収穫できないこともある。
出入作のある地区では、特にこうしたことに
気を配る必要がある。

1　農業生産構造の変容と水利
政府は2016年からの土地改良長期計画で、排

水改良や地下水位制御システムの導入を推進
するだけでなく、各水路やほ場ごとに水量調
整が可能な装置の導入も推進している。現在
は、こうした手段の利活用とともに、上空から
の映像情報等を利活用しながらほ場の状態を
確認することで、労働を節約しながら個別ほ場
を適正に管理することが可能となってきている。
しかしながら、各経営体が栽培過程の全て

を単独で意思決定し、それぞれが望むほ場管
理が可能であるとは限らない。多様な主体が
介在し、共同管理されている水路を通じた利
水はその例のひとつであり、水掛かりのなか
で調整され、個別生産者がそれぞれのほ場へ
の用水を適宜決定できる訳ではない。
農地へ水を供給する業務を担っているのは

土地改良区に代表される水利組織である。水
の需要は、転作による作目転換や経営体によ
る経営面積の拡大等の農業生産構造の変容と
ともに変化している。こうした農業用水の利
用形態に加え、水利秩序も変化しており、こ
れらを踏まえて水利組織に期待される役割も
変化している。
水利組織に期待される役割のひとつに円滑

な排水がある。ここでは農業生産構造が変化
するなかでの土地改良区による冠水防止のた
めの排水対策に焦点を当てて論じたい。

2　排水問題
排水不良による冠水被害等の排水問題は、

隘
あい

路
ろ

となっている水路の排水能力不足から生
じるほか、経営規模の拡大やほ場の大区画化
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3　A土地改良区での排水問題と対応
A土地改良区は、園芸品目を振興しているB

県にあり、その受益面積は約１万haである。
元来、受益地域は水量に恵まれない一方で、
排水不良農地が多かった地域である。
ほ場整備は順次実施されてきており、最近で

も排水能力の向上に向けた水路の拡幅工事を
実施している。しかし、それでも一部の地域で
は排水問題が残されており、畑地や隣接農道が
冠水する例が発生している。その原因には、既
述事例の排水問題にまつわる要因も含まれて
おり、大規模経営体が、短期あるいは短時間
にまとまった排水をすることや不十分な意思
疎通により問題が生じることがある。
こうした生産構造変化に伴う排水問題に対

し、一部の水利調整委員会では、利水に関す
る組合員の公平性や一過性の排水による冠水
被害を防止する利水秩序を全組合員に求めて
いる。
水利調整委員会とは、排水を含む利水調整

機能を担うA土地改良区内の地区組織である。
改良区内の幹線水路はA土地改良区が、支線
および末端水路は水利調整委員会が水の管理
を担っている。同委員会は、実質的な利用調
整機能が発揮されやすい範域である水系ご
と、地区ごとに組織されている。
支線および末端水路からほ場への配水計画

は水利調整委員会が行い、各水利調整委員会に
よる計画の積み上げが土地改良区の配水計画
となっている。同委員会が地区内の作付状況
を把握し、それを適切に配水計画に反映でき
ればよいが、それは容易なことではない。地区
内の耕作者でもある水利調整委員が、地区内
の作付けを網羅的に把握し、利水調整を行う
には多大な時間と負担を要す。そのため、地区
の水管理が不十分になってしまうことがある。
こうした特定地区の水利調整委員会におけ

る不十分な水管理は、水路でつながる他地区
にも影響を及ぼす。複数の水利調整委員会を

またぐ調整の任はA土地改良区が負っており、
A土地改良区では水田の畑地転換、多様な用
途の稲の作付けや大規模経営体の状況を把握
し、それを各地区および各地区を超えたA土
地改良区の配水計画に反映させることが求め
られてきている。その配水計画を実行性のあ
るものとするためには、引き続き土地改良区
内の水利組合間、土地改良区の組合員間の意
思疎通が必要となる。円滑な排水を含む水利
には、地区および地区横断的な管理が要請さ
れるからである。
これに対しA土地改良区では、冠水等の問

題が発生した後では遅いとの認識から、土地
改良区内だけでなく他の農業関係組織との情
報交換を通じて排水による被害を未然に防止
することが可能か検討している。具体的には、
農協等と連携しながら各地区の営農状況を把
握し、水利調整委員会に情報提供することで、
調整委員による網羅的把握の困難さを補うこ
と等が検討材料として挙げられている。特に
冠水被害経験地区では、気象、営農形態およ
び作付品目の状況に応じて注意を促す等、営
農を地区単位で支援していくことが理想であ
ると考えている。

4　A土地改良区からの示唆
地域農業の様相が漸次変化するなか、A土

地改良区への聞き取りから得られた主な示唆
は２点ある。第１は、土地改良区を含む農業
関連組織が一層関係性を深め、栽培過程で生
じる一時的な大量排水等による冠水を未然に
防ぐ水利面からの営農支援のあり方を考える
ことである。第２は、労働節約的な技術が導
入されてもなお、密接な社会関係を、秩序を
保持することに土地改良区や改良区内の地区
組織が関与していく点である。これらは地域
農業をマネジメントしつつ振興していく際に、
農業者から一層求められることであろう。

（わかばやし　たかし）
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〈レポート〉農林水産業

理事研究員　清水徹朗

稲作の起源と縄文農耕論

ど古代史ブームが起きた。稲作に関しても、
安藤広太郎、柳田国男らによって「稲作史研
究会」が組織され、稲作の起源や赤米（古代米）
等について様々な観点から論じられた（『稲の
日本史』）。
また、京都大学の研究者を中心に「照葉樹

林文化論」が唱えられ（中尾佐助、上山春平等）、
これを受けて、渡部忠世は稲作の起源はアッ
サム・雲南地域であると主張し（『稲の道』
1977）、雲南省や東南アジアの少数民族の食文
化や宗教に関する調査・研究が行われた。
しかし、中国長江下流域で１万年前の稲作

遺跡（河
か

姆
ぼ

渡
と

遺跡等）が発見され、その一方で
雲南省からはそれほど古い遺跡がみつからな
いため、アッサム・雲南起源説は説得力を失
い、現在では稲作は長江下流域で始まったと
いう説が有力になっている。

3　稲作の伝来と縄文農耕論
長江下流域が世界の稲作の起源だとする

と、それがいつどのように日本に伝わったの
かが問題になる。近年の考古学研究によると、
稲作は山東半島や朝鮮半島に紀元前25～20世
紀に伝わったことが明らかになっている（宮本
一夫『農耕の起源を探る』（2009））。かつては、
そこから日本に稲作が伝わったのは紀元前５
～４世紀であり、日本での農耕の開始も稲作
の渡来と同時期であったとし、それ以前の縄
文時代は狩猟・採集・漁労の時代であったと
されてきた。
しかし、縄文晩期にも稲作が行われていた

ことを示す遺跡がみつかり、また稲作が伝わ

1　日本の稲作の起源を巡る論争
米は古くから日本人の生命と生活を支え、

稲作、米は神社や様々な祭（新嘗祭、大嘗祭、
田植祭等）に見られるように信仰の対象にもな
り、日本は「豊葦原瑞穂国」（『日本書紀』）と
呼ばれた。今日でも米は日本にとって最も重
要な食料であるが、その稲作が日本でいつか
らどう始まったのかについてこれまで多くの
論争が行われてきた。
日本には稲の野生種がないため稲作は他の

地域から伝わったと考えられており、その伝
播の経路として、①北方説（朝鮮半島経由）、②南
方説（南島経由、黒潮ルート）、③直接渡来説（中
国大陸から直接）、の３つが唱えられた。また、そ
の渡来時期は紀元前５～４世紀とされ、稲作
の渡来とともに弥生時代が始まったとされた。
しかし、国立歴史民俗博物館の研究グルー

プは、炭素14年代法によって土器付着物を測
定して、日本で稲作が開始されたのはこれま
での定説より５百年さかのぼり紀元前10世紀
であると発表し（2003年）、その後、「縄文時代」
「弥生時代」に関する論議が盛んになっている
（藤尾慎一郎『＜新＞弥生時代：500年早かった

水田稲作』（2011）、山田康弘『つくられた縄文時

代』（2015）、寺前直人『文明に抗した弥生の人び

と』（2017））。

2　 「照葉樹林文化論」と稲作アッサム・
雲南起源説の盛衰
戦後の日本では、戦時中の非科学的な神話

的歴史観から解放され、騎馬民族国家説（江上
波夫）が提起され邪馬台国論争が盛んになるな
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る以前にもイモ、豆、雑穀などの栽培（農耕）
が行われていたとの主張が行われた（藤森栄一
『縄文農耕』（1970）、佐々木高明『稲作以前』（1971）、

小畑弘己『タネをまく縄文人』（2015））。さらに、
稲作の伝来が５百年さかのぼるとすると、「縄
文時代」そのものも根本的に見直す必要が出
てくる。また、稲作が北九州に伝わったのが
紀元前10世紀としても、すぐに日本列島全体
に伝播したのではなく、関東地方で稲作が開
始されたのは紀元前３世紀頃で、それまでの
数百年間は日本列島の中で稲作を行っていた
地域、イモや豆、雑穀を栽培していた地域、
狩猟・採集・漁労が中心であった地域が併存
していたことになる。

4　日本語の起源と稲作の関係
日本人や稲作の起源と深く関係する問題と

して「日本語の起源」の問題がある。稲作の
起源が長江下流域でそこから日本に伝わった
とするならば、その稲作を伝えた人々がおり、
その人たちが話していた言語が日本にも伝わ
ったはずである。
しかし、日本は中国から文字（漢字）や思想・

文化を多く吸収したものの、日本語と中国語
は全く異なる言語である。かつては、日本語
は「ウラル・アルタイ語族」とされ朝鮮語、
モンゴル語や中央アジアの言語と共通とされ
たが、両者は文法は似ているものの基本単語
（体の部位、基本動詞等）が異なっており、日本
語という特異な言語がどう形成されたのかに
ついては未だに結論が出ていない。
この問題に生涯をささげた大野晋（1919～

2008）は、1980年頃から南インドのタミル語（ド
ラヴィダ語族）に注目し、日本語の起源はタミ
ル語であると主張した（『日本語とタミル語』
1981）。私はこの大野説に強い関心を抱きタミ
ル語を１年間勉強してみたが、確かにタミル

語の文法は日本語とほとんど同じであり（膠着
語）、特に「てにをは」の使い方が全く一致す
るのに驚いた。
大野は、タミル語が日本語の起源である証

拠の一つとして稲作に関する単語（畦
あぜ

、畝
うね

、田

んぼ、稲等）が共通であることを挙げ、タミル
語が日本に到来したのは稲作の伝来と同時期
であるとした。また、南インドの最大の祭ポ
ンガル（１月15日頃）で行われる行事が日本の
小正月と酷似しており（どんど焼き、注

し め な わ

連縄、

カラス勧請等）、特に日本の小正月で小豆粥を
食べるようにポンガルでも甘い粥を赤米で作
ることを紹介している（『日本語の起源　新版』
1994）。なお、柳田国男は、日本でお祝いの時
に赤飯を炊くのは古代の日本人が赤米を信奉
していた名残であると指摘している。
タミル語が南インドから日本にたどりつい

た経路は解明されていないが、南インドとマ
レー半島の間には海を通じた交易がありマレ
ーシアにはタミル人がいること、フィリピン
人はマレー系であり、フィリピンのすぐ北に
台湾（原住民は南方系）があり、台湾と沖縄は非
常に近いということを考えると、海を伝わっ
て南インドの言語、文化が日本まで到達した
としても不思議ではない。大野は、南インド
と古代日本の共通点として巨石文化、支石墓、
甕棺、文字以前の記号（Graffiti）を挙げている
（『弥生文明と南インド』2004）。
私は大野説を説得力があり否定することは

できないと考えているが、稲作の起源が長江
下流域であることとタミル語と日本語に共通
の稲作用語があることの関係は謎である。こ
の問題は日本の文化や日本人を考えるうえで
非常に重要であり、今後、稲作と日本語の起
源に関してさらなる探求と解明が行われるこ
とを期待したい。

（しみず　てつろう）
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〈レポート〉農林水産業

主任研究員　田口さつき

歴史からたどる漁業制度の変遷　その10
─ 海区漁業調整委員会 ─

った」（前掲書）という反省があった。
そのため、戦後は「漁場の総合的利用と漁

業紛争の調整を図る民主的機構として漁業者、
学識経験者を以て構成する漁業調整委員会を
設置する」こととなった。そして、漁民のな
かから選挙で選ばれた者を委員にすることが
検討された（第１図）。
委員会は当初①海区（１県）に置かれる海区

委と、②その下部機構として、市町村ごとに
置かれる市町村漁業調整委員会が検討された
が、②の市町村漁業調整委員会は予算等の関
係で見送られ、「これに代わるべき機能を実施
していくものとして、漁業協同組合

（注2）

がとりあ
げられ、協同組合が共同漁業権、区画漁業権
の管理権を与えられることとなった。」（水産
庁漁業基本対策史料刊行委員会編（1963）、370頁）。

3　選挙の重要性
これまでは、一般的には海区委は15人で構

成され、そのうち９人が選挙で選ばれた漁民
の代表（漁民委員）であり、その任期は４年間で
あった。漁民委員の選挙において、当該地域
で、１年に90日以上、漁業を営む人であれば、
平等に選挙権および被選挙権を持っていた。
現行漁業法の法制化にあたって、漁業労働

者や零細漁民は選ばれないのではないかとの
懸念があった。これに対し、（海区委での議論
は）「漁民にとつてまさに今日の生活の問題で
ある。漁民がこのことを身にしみて認識した
とき、必ずや従来の力関係をそのまま反映し
た選挙とはならず、この力関係をひつくりか
えそうという意識を持つはずである。」と説明
された（水産庁経済課編（1950）、658頁）。
その後、70年の歴史のなかで、「多くの海区

では関係者が候補を調整しており、無投票が

1　不安視される公選制の廃止
新漁業法のなかで漁業関係者が衝撃を受け

たことの１つに、海区漁業調整委員会制度の
改廃が挙げられる。同制度は、1949年（昭和24
年）に制定された現行漁業法で漁業の民主化と
いう概念とともに新たに導入されたものであ
る。
その基本的思想とは、戦前に国または都道

府県が行ってきた漁業の免許、許可、取締、
調整などの「行政庁の権限を、漁民

（注1）

が自主的
に選んだ委員によつて広範囲に行わせること」
（水産庁漁業基本対策史料刊行委員会編（1963）、
370頁）である。しかし、2018年12月成立の新
漁業法では、漁民委員の公選制が廃止され、
知事の任命制となった。これに関し、12月６
日の参議院農林水産委員会の参考陳述質疑
で、宮城海区の委員である赤間廣志氏は、「恣

し

意
い

的
てき

な選任が行われることが懸念されます」
と述べた。
ところで、そもそも海区漁業調整委員会（以

下「海区委」）とは如何なる組織かを、歴史的
な経緯からみていきたい。

2　委員会制度導入の経緯
漁業制度において戦前は、漁業権を「早い

者強い者勝ちにやたらに新しい免許をして行
ったから、漁場は全く無計画なゆがんだもの
になり、行きづまって」（水産庁（1950））いた。

さらに、「漁業権
を財産と同じよう
にみて、これに強
い力を与え、どう
しようと、権利者
の勝手にまかせっ
ぱなしにしてしま

第1図　 海区委の公選制

水産庁（1949）
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多い」（朝日新聞2018年12月５日付）状況となっ
た。16年の第21回海区漁業調整委員会委員選
挙では、全64海区中、選挙となったのは８海
区のみである。それゆえ「公選制廃止の影響
は軽微」と捉える向きがある。
しかし、その８海区での投票率は70.87％も

あった。また、無選挙の地域でも「公選（漁業
者代表）委員は、現業者であって地元漁業に精
通した漁協の代表者であり、かつ、漁業調整
能力を有し、人格・能力ともに優れた者のう
ちから、地域の代表として選出された者で構
成されている。たとえ選挙がなくても、実質
的にそれを前提とした事前調整で選ばれてい
るのである」（濱本a（2018））。もし、人選が不
公平などの不満が僅かでも漁民にあれば、選
挙になるという無言の圧力が調整役（多くは都
道府県）にも働いてきた。
加えて、漁民の代表であるという委員の自

負が、浜の声を吸い上げ、公正な判断を行う
という意識につながっていた。なお、現行漁
業法では、リコール制度も整備され漁民委員
の気を引き締めさせていたがこれも新漁業法
では廃止される。

4　知事の任命制へ
新漁業法下では、知事が議会の同意を得て

委員を任命することとなる（新漁業法 第138
条）。さらに委員の定数は、地域ごとに変える
ことも可能となる。漁業者または漁業従事者
が過半数を占めるような委員構成になる。任
命の前に、漁業者、漁業者が組織する団体そ
の他の関係者に候補者の推薦を求めるととも
に、委員になろうとする者の募集もする（同第
139条）といったことが定められた。

ところで、水産庁は委員の選出方法の見直
しについて、18年６月１日に発表した「水産
政策の改革について」のなかで、適切な資源
管理等を行うためとしている。これに対し、
同月に全国海区漁業調整委員会連合会が全国
の海区委事務局に行ったアンケート調査では、
回答のあった19都道府県のうち、18都道府県
が反対の意を示した。そして、「そもそも現在
の委員の選出方法が、適切な資源管理等を阻
害しているかの認識を国が持っていること自
体、不満である。資源管理や漁業経営の実態
も踏まえ、有識者を選任して委員会の適切な
運営に取り組んでいる実情も全く理解してい
ない。全国的な管理の方針を海域実態に合わ
せて実行するには、各地域で漁業者全員の合
意を得ていることが必須であり、漁業者委員
は公選制の枠組みの中で漁業者自身が選出し
たと認識できることが、重要な合意成立の要
因であることを尊重すべき。」といった回答が
寄せられたという（濱本b（2018））。
知事による任命制は、21年４月から実施さ

れるという。どのような人々が委員になるの
か、選考の手続きは公正なものか、そして衣
替えした新しい海区委ではどのような議論が
行われ、それが漁業権の免許や漁場の利用な
どにどのように反映されていくかなど、今後、
漁民はより注意深く見極めていかねばならな
いだろう。

　＜参考文献＞
・ 朝日新聞（2018）「『漁業の民主化』必要ないの？」12月 5

日付
・ 水産庁（1949）「漁業制度改革のいろは」
・ 水産庁（1950）「漁業制度改革のねらい」
・ 水産庁漁業基本対策史料刊行委員会編（1963）『漁業基本
対策史料　第 1巻』

・ 水産庁経済課編（1950）『漁業制度の改革　新漁業法條文
解説』日本経済新聞社

・ 濱本俊策a（2018）「国の『水産政策の改革』に対する批判」
『アクアネット』第21巻第 8号（通巻242号）、31～37頁
・ 濱本俊策b（2018）「水産政策の改革に対する反論-海区委
員の公選制の廃止に関して-」『漁業と漁協』、vol.55（通巻
642号）、 6～10頁

（たぐち　さつき）

（注 1）漁民とは、現行漁業法で「漁業者又は漁業従
事者たる個人」と定義されている。しかし、新漁
業法では漁民という言葉自体も消え失せている。

（注 2）漁協が市町村漁業調整委員会の機能を実施す
るに値する民主的な組織となるため、1948年当時
の水産業協同組合法は漁民の自由意思を基本とし
て設立、運営されるものとして法文化された。
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〈レポート〉農漁協・森組

ここでもJA職員が、生産者のもとに出向
き、それぞれの生産者にとって本当に必要な
農薬を説明・提案する活動を実施している。

2　匠の技伝承
匠の技伝承は、「勉強会を通じて、篤農家の

技術（匠の技）を中堅生産者に伝える取組み」
である。
これまでJAや生産者も感覚的にしか理解し

ていなかった、篤農家の持つ技術や栽培上の
ポイントを「見える化」して、それを管内の
中堅生産者に伝えることで、技術向上につな
げようというものである。
匠の技伝承の参加対象となるのは、それぞ

れの品目で栽培経験が５～10年程度の中堅生
産者である。まず中堅生産者から参加者を募
り、彼らの栽培上の悩みを聞きとる。
次いで、その点について、JAと県域担い手

サポートセンターの職員が篤農家のもとでヒ
アリングを実施する。ヒアリング結果はJA職
員により、文字や画像として資料化（見える化）
される。
勉強会では、この資料を教材にして、JA職

員が講師となって座学がおこなわれる。その
後、グループワークで参加者間の意見交換や、
それぞれの取組みについて話をしてもらう。
JA職員もグループワークに入り、参加者と悩
みや課題を共有する。
勉強会後は、JA職員が参加者の実践状況を

フォローし、効果の検証や新たな課題の掘り
起しをしている。
参加者からの評価は高く、彼らの多くが学

んだことを実践している。JAでは今後、対象

全農が全国55のモデルJAと進める「農家手
取り最大化」の取組みでは、トータル生産コ
ストの低減、大規模営農モデル実証による経
営改善とともに、JA職員の人材育成も企図さ
れている。
モデルJAの１つであるJA前橋市（以下「JA」）

では、2018年から「農家手取り最大化プログ
ラム」（以下「プログラム」）を進めている。当然、
これは農業者の所得増大を目的としているが、
JAと全農では、実践手法を工夫することで職
員の人材育成にも活用している。
プログラムでは、ナス・ネギ・ブロッコリ

ー・加工キャベツ・タマネギを対象にいくつ
かの施策が掲げられており、なかでも①肥料
の最適化、②農薬の最適化、③匠の技伝承を
３つの柱としている。
以下では、この３つの柱の内容、およびJA

による人材育成の取組みを紹介する。

1　肥料・農薬の最適化
肥料の最適化は、土壌分析をおこなったう

えでカルテを作成し、最適な施肥を提案する
ものである。ただし、土壌分析はこれまでもJA
が実施してきたものであり、目新しさはない。
しかし、これまでと異なるのは、これを「提

案」活動として実施している点である。JA職
員（営農渉外担当）は、対象となる生産者の土
壌分析の結果をもとにカルテを作成、最適な
施肥を考えるだけでなく、それを生産者のも
とへ出向いて説明・提案する必要がある。
農薬の最適化についても同様で、JAが防除

暦を作成して、必要な農薬の一覧表を生産者
に提示している点はこれまでと変わらない。

研究員　長谷　祐

「農家手取り最大化プログラム」による人材育成
─ 群馬県JA前橋市 ─
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が担うが、各回のテーマ設定や日程調整は参
加者が自主的におこなう。また開催場所も支
所やほ場など様々である。
それまで、エリアによって意識に差があっ

た若手職員であったが、その垣根を超えて交
流することが刺激となり、意欲の醸成につな
がっている。
また、ワイガヤでの議論の内容は半年に一

度、役員へ報告される。このなかで若手職員
から提案がなされ、実現した取組みもある。
自分たちの意見が通るということが、さらな
る意気込みにつながっているという。

4　育つ環境を提供する
JAでは、ワイガヤでの意欲の醸成とプログ

ラムへの主体的な参加を通じて、人材育成を
進めている。
この取組みが開始されて１年しか経過して

いないものの、若手職員からの提案や、匠の
技伝承が生産者から評判を得ていることなど、
すでに成果が出始めている。
特にワイガヤは、JA職員の意欲向上と主体

的な参加のきっかけとなる活動であると言え
る。ワイガヤでは、JAは勉強会という機会と
場を提供したのみであり、その中身は参加者
に任せられている。「仲間とともに刺激し合え
る環境」を整えることが、人材育成をするう
えで肝要であると言えよう。

（ながたに　たすく）

品目の拡大やカリキュラムの充実を図ってい
く。

3　職員の意欲醸成のためのワイガヤ
以上の３つの柱の実践では、JA職員が主体

的に活動していることが特徴となっている。
肥料・農薬の最適化では提案活動として、土
壌分析の結果や防除暦を参考に、各農家に出
向いている。
匠の技伝承でも、篤農家を講師に呼ぶので

はなく、JA職員が篤農家にヒアリングを実施
し、それを資料化したうえで、参加者に伝え
るような仕組みになっている。
JAでは、こうした主体的な活動を通じて、

職員の資質向上を目指しており、それがまた
プログラム全体の推進に好影響を与えると考
えている。
一方で、人材育成を進めるには、育成され

る側の職員の意欲も重要となる。この点につ
いてJAでは、全農からのアドバイスを受けて、
若手職員の集いである「ワイガヤ」を開催し
ている。
ワイガヤは月に２回程度開催される勉強会

で、JAの若手営農渉外担当職員が参加する。
JAでは管内を５つの営農エリアに区分してお
り、各エリアから参加者が集まってくる。役席
者は参加せず、若手職員がその名のとおり、ワ
イワイガヤガヤと自由に発言できる会である。
ワイガヤの事務局は本所の営農サポート課

 匠の技伝承勉強会でのグループワーク  活発な議論が行われる「ワイガヤ」

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2019.3（第71号）22

〈レポート〉農漁協・森組

大阪で８JAと10法人、東京では12JAと21法人
と参加が拡大、商談数、来場社数も大幅に増
加している。18年10月に東京で開催された商
談会では、JA茨城旭村のアールスメロン、JA
なめがたのやきいも紅

べにゆうか

優甘など、JAが産地の
代表的な農産物を中心に出品、法人では、（株）
大嶋農場がカレーや寿司用など用途別に米の
少量パッケージを、（株）茨城もぎたてファク
トリーがワンフローズンの小松菜を出品する
など、茨城県の食と農の元気さを感じる多彩
な農産物や食品が並んだ。

3　信連と県本部職員がペアで法人を訪問

商談会への参加を農業法人に働きかけてい
るのは、県本部の担い手支援室である。16年
度から県本部の担い手支援室に県本部職員３
人のほか信連職員２人も席を置き、信連職員
と県本部職員１人ずつがペアになって、法人
を訪問している（以下「専担チーム」）。
担い手支援室の信連職員に話を聞くと、信

1　JAと農業法人との関係構築の必要性

茨城県は北海道、鹿児島県に次ぐ全国第３
位の農業県であり、2017年度の農畜産物生産
額は4,967億円で、はくさい、れんこん、メロ
ン、ピーマン等、全国第１位の農産物も多い。
一方、16年度のJAの農産物販売取扱高は1,372
億円で全国９位にとどまり、農産物販売のJA
利用率は28％と全国平均の50％を大きく下回
る。法人中心にJA離れをした大規模な農業生
産者が多いことがうかがえる。
今後、農業者の高齢化、離農により農業法

人等への農地の集積は一層進む。地域農業に
おける農業法人の存在感がますます高まるな
かで、そのニーズへの的確な対応はJAの重要
な課題である。JAの対応が難しければ連合会
が対応する場合もある。信用事業であれば信
連、農林中金が対応することになる。茨城県
信連では「法人や大規模農家をJAがグリップ
しないと地域農業がバラバラになるのではな
いか。全農県本部と信連で、JAが大規模経営
層とリレーションをとるためのきっかけを作
れたら」と思考してきた。

2　JAグループ茨城農畜産物商談会

そうした思いもあり、16年度から茨城県信連
と全農茨城県本部（以下「信連」、「県本部」）は連
携して農業法人に対応し、成果をあげている。
両者が連携する業務の一つが、「JAグルー

プ茨城農畜産物商談会」である。初年度の16
年度に茨城で開催した商談会への産地側の参
加者は６JAと13法人だったが、18年度には、

常務取締役　斉藤由理子

県段階における事業間連携の成果
─ 茨城県信連と全農茨城県本部の連携による農業法人対応 ─

18年10月の商談会（筆者撮影）
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https://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2019.3（第71号） 23

度の新規就農研修支援事業の活用を契機にリ
レーションの構築を図ってきた。16年からは
専担チームが恒常的な訪問を行うなかで、関
連会社への白菜供給の余剰分の販売について
の依頼を受け、県本部のVF事業を提案したと
ころ、当事業の契約販売につながった。また
土壌診断と適正施肥を提案し、JAからの肥料
や土壌改良剤の購入に至った。これらの対応
に合わせ、資金繰り安定化を目的とした短期
運転資金枠の設定を提案した結果、17年に信
連との新規取引が実現した。
また、水稲、麦、大豆、ソバに加え作業受

託を行う土地利用型の大規模農業生産法人は、
10年から信連が継続的にアプローチを行って
きた先である。16年から専担チームが恒常的
に訪問し、資材価格低減となる肥料の提案を
したところ成約に至り、JA経由で供給するこ
ととなった。また、農業機械導入助成事業を
紹介したところ、JAから乾燥機を購入するこ
ととなり、助成金を交付した。さらに、商談
会への出展が法人の販路拡大につながった。
これらに合わせて短期運転資金枠の設定を提
案した結果、信連との新規取引が実現した。
専担チームによる農業法人訪問の開始以

降、信連の農業法人向け貸出残高および取引
先数は増加している。農業法人の生産資材の
購買はJA経由、設備資金の借入需要がある場
合はJAが農業近代化資金等で対応しており、
JAとの関係構築にもつながっている。信連は
主に短期資金の需要に応えている。
信連と県本部の連携で農業法人のニーズに

合致する様々な提案とサービスの提供が可能
となったため、農業法人の満足度は高まった
と考えられる。だからこそ、信連、県本部、
そしてJA事業の拡大につながっている。

（さいとう　ゆりこ）

連職員だけでは、農業法人に資金の借入ニー
ズがなければ会話が続かないことも多く、頻
繁に訪問することは難しかったが、県本部職
員との同行訪問で、農産物の販売や生産資材
の購買など幅広い話ができるようになり、訪
問回数も増えたという。県本部の職員は、農
業法人に農業用機械についての購入希望があ
り資金の借入れが必要な場合には、信連が対
応できるため、成約につながりやすいと話す。
1996年から、県本部は青果物について販売

先のニーズに合わせて選別や包装加工を行う
VFステーションを核に、契約取引など多様な
販売を行うVF事業を行っている。VF事業は、
契約取引中心で価格が安定していることや、
パッケージ機能によって生産者の省力化にも
つながることから、その利用は農業法人にと
っても魅力となっている。
JAバンクの農業所得増大・地域活性化応援

プログラムを活用した新規就農研修支援事業
や農業機械導入助成事業も、農業法人へのア
プローチに効果的であった。

4　信連と県本部の連携が成果につながる

専担チームが成果をあげた事例をみてみよ
う。白菜、ナス等の生産販売とネギ等の仕入
れ販売を行う農業生産法人に、信連は2013年
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資料 茨城県信連資料
（注） 18年度は19年1月末の計数。

第1図　茨城県信連の農業法人への訪問先数、
訪問件数の推移
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まれている。以下では、後者の取組みを中心
に紹介したい。（第１図）

2　県域ローンセンターが貸出増に寄与
04年に信連は県域ローンセンターを設立し

たが、その力を十分発揮する契機となったの
は、12年の信連の県下JAとの特定信用事業代
理業務委託契約締結である。住宅ローンの住
宅関連業者営業（以下「業者営業」という）とロ
ーンの一次審査を信連が行うことになり、業
務を13年に開始した。
業者営業を始めた当初、その成約率は３割

程度に留まったが、業者の信頼を得、センタ
ーの審査水準や条件について理解されると、
よい案件が紹介されるようになり、成約率は
上昇した。業者営業のため、JAでまちまちだ
ったローンに関する諸施策も統一した。
信連のローン営業班では18人の職員が住宅

ローンの業者営業を行っている。うちJAから
の出向職員は14人で、出向期間は２年間。座
学的研修と審査業務を３か月ほど経験し住宅
ローンの流れを理解したうえで、業者営業を
行う。出向者はJAの地元に根差した住宅メー
カーを中心に訪問し、実績はJAの実績となる。
同じ業務に携わるJA職員が一か所に集まるこ
とで意欲も高まるという。
こうした取り組みの結果、住宅ローンの新

規実行金額は県域ローンセンターによる特定
信用事業代理業を中心に増加している（第２
図）。また、神奈川県の18年３月末のJA貸出
金残高19,380億円のうち、賃貸住宅資金が54
％を占め、住宅ローンは27％とその半分だが、

1　JAバンク神奈川の2020年ビジョン
JAバンクの強みの一つは、JA、信連、農

林中金のJAバンクグループ、さらに信用事業
以外の連合会も含めたJAグループ各組織の連
携による総合力である。総合力の発揮により、
組合員・利用者のニーズへのより的確な対応
が可能となるし、業務の集約化や効率化でコ
スト削減も期待できる。
総合力をどのように発揮するか。県域共同

運営態勢によってグループの総合力を実績に
つなげているJAバンク神奈川の取組みから考
えたい。
神奈川県信連では、2010～2012年の中期戦

略策定に際し、「2020年ビジョン：実質一つの
金融機関として機能」を作成、組合員や利用
者との接点に注力するJAをバックアップする
ものとして「JA・信連・連合会の県域共同運
営態勢」を打ち出した。
共同運営態勢には、県域企画機能や県域事

務集中センターなど主に業務の集約化や効率
化を実現する機能と、県域ローンセンターな
ど利用者ニーズへの対応力を高める機能が含

常務取締役　斉藤由理子

グループの総合力をどう発揮するか
─ JAバンク神奈川の県域共同運営態勢 ─

第1図　JA・信連・連合会の県域共同運営態勢

資料 「JAバンク神奈川平成30年度金融事業推進方策」より筆者が
抜粋・加工

県域企画機能

営農サポートセンター

グループ力を活用した共同運営により
組合員・利用者を総合的にサポートし、
県域全体として効率化・競争力強化

農業金融センター 他連合会との連携

資産相談センター（仮称） 相続遺言・信託センター

県域事務集中センター

県域実績管理機能

県域ローンセンター
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の相談に適宜対応する、というものである。
JA・信連の共同運営態勢導入後には、JA

内での遺言信託業務の浸透が図られたことか
ら個別相談件数が増加。結果、遺言信託の取
り扱い件数は現在も堅調に推移している。

4　連合会による事業間連携のスタート
JAと信連の連携にとどまらず、中央会と他

の連合会も含めた連合会の事業間連携による、
JAへのサポート機能の強化の動きも始まって
いる。
第１は、事業間連携による資産相談機能の

強化である。中央会・連合会間のネットワー
クを構築し、利用者に総合的なコンサルティ
ングを提供するため、18年にその運営事務局
として信連に資産相談班を設置し、専任で２
人の財務コンサルタントを置いた。
第２は、営農サポートセンターであり、17

年からJAグループ神奈川ビルのワンフロアに
中央会、信連、全農、共済連の担当者が集ま
り、JAの営農の人材育成、新たな販売企画、
農業金融、農業経営管理支援に取り組んでい
る。

5　専門性の強化と変化への対応
ニーズはあってもJAが取り組んでこなかっ

た、住宅ローンの業者営業や信託業務に信連
が中心となって取り組み、成果をあげている。
最近では、共同運営態勢に、資産相談や営農
支援も加わり、また中央会・連合会も含め連
携の範囲も広がっている。JA職員もともに業
務に携わることで、県域だけでなくJAの専門
性も向上している。
組合員・利用者のニーズに添い、環境の変

化やJAバンクの将来像も踏まえた、サービス
の拡大と質的な向上が、JAグループの総合力
を発揮することで可能となっている。

（さいとう　ゆりこ）

この５年間で住宅ローンは２千億円増加、貸
出金全体も２千億円増加した。
県域ローンセンターが住宅ローンおよび貸

出金全体の増加に大きく寄与している。

3　相続遺言・信託センター
首都圏という立地から資産相談や農地保

全、相続への組合員の関心が高いため、信連
は01年から信託業務を、06年から遺言信託・
遺産整理業務を開始、県内JAが遺言信託代理
店となっている。信連には信託銀行の退職者
が財務コンサルタントとして採用され、信託
業務とJAの出向職員の指導を担っている。
10年からはJAから信託トレーニーを受け入

れている。さらに15年には遺言信託業務につ
いてのJA・信連の共同運営態勢を開始し、信
連で一定期間遺言信託業務を経験した職員を
JA財務コンサルタントとして受け入れている。
JAの信託トレーニーとJA財務コンサルタ

ントの出向前後のイメージは、①JAで遺言信
託担当者として相談対応（１～２年）、②信託
トレーニーとして県信託センターにおいて財
務コンサルタントによる実践指導（１年）、③
JA帰任後、営業統括部署において専任担当者
として営業店の推進・指導・管理（１年）、④
JA財務コンサルタントとして信託センターに
出向（２年）、⑤JA帰任後、営業統括部署にお
いて営業店の指導等はもとより、組合員から

資料 JAバンク神奈川「JAバンク神奈川における住宅市場への推進
状況」
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第2図　神奈川県JAの住宅ローン新規実行金額
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〈レポート〉農漁協・森組

に当時の村長が村有林の半分を旧加子母村の
村民に分け与え、植林を奨励したため、現在
も全世帯の８割が林家、つまり森林組合の組
合員である。育てられた東濃ヒノキは主に住
宅材に使用され、神社仏閣の修復用材にも利
用されている。

2　ヒノキや歌舞伎を生かした大人向け農泊
森林組合は木材販売や森林整備のほか、キ

ャンプ場の運営や施設での箸づくり体験の提
供、木工製品の販売などを事業としている。
長引く木材価格や取扱量の低迷を受けて森林
組合の収入が圧迫されるなか、加子母の観光
客増によるキャンプ利用料や体験料等の増収
に活路を見いだし、2017年度の農泊事業に手

国内の農山漁村に観光客を呼び込み、農山
漁村の住民の所得向上を目指す、農林水産省
主導の農泊推進対策事業は、３年目を迎えよ
うとしている。本稿では、全国で唯一森林組
合が中心となって農泊推進を行っている加子
母森林組合の取組みを紹介する。

1　加子母の概要
岐阜県中津川市加

か

子
し

母
も

地区（旧加子母村）は、
県の北東部に位置し、下呂市と長野県に隣接
している。人口は2,838人（2019年１月現在）で
あり、山林面積が93％を占め、主産業の林業
のほか、トマトや肉牛の生産が盛んである。
加子母の山林は江戸時代に尾張藩直轄地と

され、山守によって管理されてきた。1909年

研究員　佐藤彩生

農泊で美林を守る加子母森林組合

第1図　 加子母みちくさマップ

資料　加子母森林組合より提供
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進以前から「加子母
むらづくり協議会」
でも取り組まれてき
た。同協議会は2005
年の中津川市と旧加
子母村を含む７町村
との合併を機に、地
域における課題解決
のために加子母の住
民が立ち上げた組織
であり、地域づくり

や防災安全、社会福祉などの10の分科会で構
成されている。各分科会はさらに小さな団体
に分けられ、住民は興味のある活動の団体に
複数参加し、情報交換や行事の企画・開催等
を行っている。
地域づくり分科会では11年にトマトの収穫

体験や郷土料理の提供を始めていたが、観光
による地域活性化をさらに進めるため、17年
には農泊の参加メンバーであるNPO法人、農
業法人、森林組合等で同分科会内に観光専門
部会を立ち上げた。協議会を土台とした地域
一体型の取組みは加子母の農泊の特徴であ
り、これがスムーズな合意形成と関係者の輪
の構築を可能としているとみられる。

4　首都圏・インバウンドの観光客増の兆し
17年度の明治座の来館者数は２万人近くに

上り、箸づくり体験者数も１千人を超えた。
最近は市内にある苗木城が脚光を浴び、27年
のリニア新幹線開通では中津川市に岐阜県駅
が設置されることで首都圏からの観光客増も
見込まれる。マレーシアからの教育旅行の受
け入れや、日仏友好160周年イベントのパリで
の地歌舞伎の披露も行っており、今後さらに
外国人を含めた観光客が加子母へ訪れること
が期待される。

（さとう　さき）

を挙げた。単に組合の収入増を目的とするの
ではなく、1993年以降引き上げを止めてきた
木材の販売手数料利率を今後も維持し、組合
員の負担を増やさないことで美林を守るとい
ったねらいがある。
森林組合ではこれまでに募集型の間伐体験

ツアーなどを単発的に実施していたが、農泊
を契機に、観光スポットである地歌舞伎の芝
居小屋「明治座」や農業法人が提供する収穫
体験、道の駅などを生かして、観光客が長く、
また通年で滞在が楽しめるような面的な仕掛
けづくりに取り組んでいる。例えば、馬

まごめじゅく

籠宿
や下呂温泉など有名な観光地の立ち寄りスポ
ットとしての認知度を上げるため、下呂市と
中津川市の広域観光振興協議会の協力を得
て、民間企業が運営する全国版体験予約サイ
ト「a

ア ソ ビ ュ ー

soview!」に、ヒノキの箸づくり体験、
歌舞伎メイク体験、ミニトマト収穫体験、加
子母田舎サイクリングを登録している。また、
地元の食事も楽しめるようにと、農山漁村振
興交付金を活用して、飲食店も記した「加子
母みちくさマップ」（第１図）を作成した。
ほかにも氷瀑や地層、トレッキングなど加

子母の地域資源に着目した大人が楽しめるガ
イド付きツアーも企画中である。これらツア
ーに適正な料金を設定することで、従来ボラ
ンティアなどで参加していた住民スタッフに
対して妥当な賃金を支払い、そのお金を道の
駅など地域に落としてもらうことも期待して
いる。またガイド料を得るだけでなく、樹齢
千年の大ヒノキや伊勢神宮の御用材の伐採式
跡のヒノキ見学（写真１）といった一般の人が
立ち入れない山のガイドを行い、加子母の誇
りであるヒノキと共にある独特な歴史・文化
を地域外の人に知ってもらいたいという思い
もある。

3　農泊を支えるむらづくり協議会
観光を切り口とした地域活性化は、農泊推

写真 1　 裏木曽御用材伐
採式跡（加子母森
林組合より提供）
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寄　稿

少していること、そして、後継者不足が問題

となっていることなど、日本のごく普通の農

村部に見られる構造的な問題が浮かび上がっ

てきた。翻って、われわれが生活する都市部

では、農村部とは異なる問題が顕在化してい

る。「年金支給開始までの空白期間問題」であ

る。一般のサラリーマンは、60歳定年が選択

的に延長されているものの、65歳の年金支給

開始年齢まで完全雇用が約束されているわけ

ではない。仮に継続雇用されたとしても、役

職手当がはずされ、給与水準が著しく低下す

るなどの収入面で不安も少なくない。肉体的

には十分に勤労し得るシニアであっても、標

準的な年金受給年齢までまだ数年の空白期間

を有する不安を抱える人は少なくない。例え

ば、東京都で61歳以上、65歳以下の人口（以下、

準高齢者層という）は67万５千人（東京都の総人

口の５％）である。仮に、継続的に勤労できる

環境がある準高齢者が1/3と見積もった場合で

も、20万人を上回る準高齢者層は「年金空白

「最上町を活性化できないだろうか」という

漠然とした発案は、かつてニューヨークに同

じ時期に勤務していた金融業界の仲間の一言

であった。農業素人集団が一体どのような貢

献をすることができるか、われわれの挑戦が

2017年春始まった。

1　プロジェクトの概要

われわれは、まず、地域活性化のモットー

として、「最上町の人、地域、そして携わるす

べての人に喜ばれること」を掲げた。特に、

われわれの強みである金融を意識し、お金が

うまく地域で循環するように工夫することを

志した。

まず、2017年３月から地域のニーズを知る

ために、最上町の農家、役場そして物産協会

の有志の方々と手を組んで、ニーズの掘り起

こしを行った。４回の現地訪問を通した基礎

調査では、最上町の主要生産物が農作物であ

ること、営農者年齢の高齢化と営農人口が減

文教大学 経営学部 経営学科 教授　鈴木　誠

山形県最上郡最上町活性化プロジェクト

第1図　プロジェクトの構想図

（注） 1 支払はすべて仮想地域通貨で行う。
 2 仮想地域通貨は法定通貨との交換はできない。
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宿泊施設の支払い施設の紹介
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ガス、トマト、里芋、シイタケ、サンチュ、

ニラ、リンドウを生産する９軒の農家に協力

をいただいた。

最初の全体顔合わせでは不安を抱いていた

学生達も２回のBBQを通して、次第に農家の

方々との距離が縮まっていった。われわれの

目標は一応達成することができた。また、参

加学生にも概ね好評であったが、課題が無い

わけではなかった。支援先農家からは、労働

対価と支援者による労働内容・作業量につい

ての改善要請が少なからず呈された。日頃か

ら、パート従事者を恒常的な労働力とする農

家から見れば、無経験の支援者に同じ対価を

払うことへの違和感は当然のことと言える。

プロジェクトで対象とする都市部の農業経験

の無い準高齢者に対する、支援先農家の労働

対価と作業成果の不均衡への不満解消が今後

の課題となっている。

3　本格的な稼働を目指して

2019年はプロジェクトの本格稼働を想定し

て、都市部在住者を対象とした短期のプログ

ラムを実施する予定である。前回行き届かな

かった点を改善し、支援受入れ農家も支援者

も共に満足のいく結果となるように尽力した

いと考えている。
（すずき　まこと）

期間」に不安を抱えていると見られる。ただ

し、体力に自信のある準高齢者層は見方を変

えれば、潜在的な労働供給市場とみなすこと

も出来る。人生80歳時代から100歳に向かうに

あたり、退職後の資金の維持が生活上の大き

な課題となるからである。

最上町のニーズと都市部のニーズを相互に

補完するマッチングを行い、うまく取引するこ

とができれば、２つの問題を同時に解決する

糸口が見えるのではないかと考えた。（第１図）

われわれの解決案は、最上町で不足する労

働量を都市部の準高齢の働く意欲のある支援

者によって賄い、同時に、労働対価で支援者

の資産の目減りをできるだけ防衛するという

ものである。ただし、労働対価の支給と利用

については地域振興を図る上で工夫が必要と

なる。そこで支援者への労働対価を仮想地域

通貨によって支払い、この通貨によって滞在

中の費用を賄う仕組みを考案した。この仕組

みを利用するならば、労働によって得られた

対価は基本的に最上町にて消費されなければ

価値を失うため、他地域に持ち出しされるこ

とは無いばかりか、支援者による滞在中の消

費を促進する。また、行政による支援も確実

に地域振興に役立つことが期待される。

2　農業支援パイロットプログラム

われわれは調査期間に続く2018年に図のプ

ロセスを想定した学生による農業支援を実施

した。参加者は過去に農業体験のない素人で

ある。一方、受け入れ農家は、地域のパート

タイマーを雇用する専業農家である。農業支

援実験は期間１週間、目的は農作業の支援と

支援者である学生の滞在・消費を労働対価に

より賄うことであった。支援先は、アスパラ

最上町支援先農家と文教大学生（2018年9月）
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現地ルポルタージュ

主席研究員　河原林孝由基

有機農家の原発災害からの再起と営農型発電の新展開
─ 福島県・（一社）二本松有機農業研究会の取組み ─

2　有機農家を襲った突然の試練
二本松有機農業研究会は40年以上の歴史を

持つ。当地で16代続く農家の大内信一氏（同代表
の父）を中心に有機農業を志す仲間が集い、地元
JAが取組みに熱心だったことも手伝い、JAの
組合員組織「生産部会」として立ち上がった。立
ち上げには、一楽照雄氏

（注2）

を招いて勉強会もした。
現在、会員農家は15人、栽培面積は17ha、

栽培品目は水稲、小麦、大豆、キュウリ、大根、
人参、ホウレンソウなど40種類ほどの野菜を
手掛けている。農産物の生産・販売では「有
機JAS」（登録認証機関：全国愛農会）の認証を
取得し、主に個人消費者への直売と生協やJA
（直売所）向けに出荷している。
「消費者との顔の見える関係」を大切にし農
産物を直接届けることで信頼を積み重ね、生
産・販売は安定的に推移していた。そんなな
か、東京電力福島第一原子力発電所の事故に
直面する。原発災害後は、「野菜を届けても顔
を見てもらえず、買うのをやめたいと連絡が
入る。配達に行くのが本当に辛かった」と同
代表は振り返る。そうして、個人消費者の６
割が離れていった。一方で、多くの支援者が
福島県に足を運び、放射性物質の土と野菜へ
の移行を検査し、「これまでの土作りこそが困

難に打ち勝つ近道だ」と
教えてくれた。もともと
福島県の土壌は粘土質の
うえ有機農法での堆肥の
投入により、災害後の早
い段階で野菜に放射性セ
シウムが移行・検出され
ることがなくなった。と
くに人参は災害直後でも

1　「にんじんジュース」で乾杯！
昨年（2018年）11月、福島県二本松市で有機

農家が新設した「営農型発電所」の完成式が
行われた。営農型発電とは、農地に支柱を立
て上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農
を継続しながら同時に発電を行う取組みであ
る。農作物と太陽光発電パネルとで太陽光を
シェアすることからソーラーシェアリングと
も呼ばれ、一定の条件下で農地の一時転用の
取扱い

（注1）

が認められる。事業主体である（一社）
二本松有機農業研究会の大

おおうちおさむ

内督代表（以下「同
代表」）は「農家こそエネルギーを創るべきだ」
と強い決意を語り、新たな挑戦が始まったの
である。
有機農家の集まりである同法人では原発災

害直後に販売が大きく落ち込んだなか、ひた
すら安全な農業技術を追求し再起を図ってき
た。その象徴が災害後に加工・販売を本格化
しヒット商品となった「有機人参使用・まる
ごとジュース」（以下「にんじんジュース」）だ。
完成式には地元農家や支援者を中心に40人強
が出席し、「にんじんジュース」で乾杯し、そ
の場は一様に昂揚感に包まれた。

 「営農型発電所」の完成式。それぞれが「にん
じんジュース」を手に持って乾杯。
（写真：飯舘電力提供）

 「にんじんジュース」小瓶（200mlサイ
ズ）。他に大瓶（1ℓサイズ）もある。
（筆者撮影）
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放射線測定結果は極めて低かった。
そこで、それまで一部農家で手掛け評判が

よかった「にんじんジュース」の加工・販売に
本格的に乗り出すこととした。災害後に製造
した２回目のロットからセシウムは不検出と
なり、加工品にしたことで周年での出荷が可
能になった。これがヒット商品となり、有機農
産物の生産・販売に並んで、「にんじんジュー
ス」の加工・販売がもう一つの事業の柱になっ
た。現在、売上高は両者で震災前の水準近くま
で戻った。会員農家は「福島県の再生につな
がると言って購入を続けてくれている人」、「に
んじんジュースをきっかけに新しく購入をは
じめてくれた人」、そのような人たちのために
も野菜を作り続けようという気持ちになれた。
品質管理を徹底し消費者に安全性を正しく伝
えること、「消費者との顔の見える関係」を大
切にするその思いは一層強くなったという。

3　今度はエネルギーも自ら創る
震災に直面して、「米も水もあったけれど、エ

ネルギーだけがなかった。自給自足の生活をし
ているつもりが、こんなにも無力なのかと愕然
とした」と同代表は振り返る。もちろん理不尽
な原発災害には憤りはあるが、災害後の困難
に屈せず、安全な農業技術を追求する一方で、
自らで再生可能エネルギー（以下「再エネ」）を
創ることに踏み出した。その主体を担うべく、
JAの「生産部会」（任意団体）であった二本松有
機農業研究会を法人化（一般社団法人）した。

県内で実証が進んでいた営農型発電（ソーラー
シェアリング）に注目し、それを手掛けて実績豊
富な飯舘電力㈱が同法人の理念に共鳴しコンサ
ルティングに加わったことで大きく進展する

（注3）

。
資金調達では、普段から相談相手となって

いた農林中央金庫福島支店が支援することで
枠組みができあがった。総工費は16百万円、う
ち農林中央金庫が12百万円を融資し、残りの
資金は多くの支援者によるものだ。「パネルサ
ポーター制度」と称して太陽光発電パネル１枚
を１口（７千円）とし、クラウドファンディングに
より募集した結果、54人から162枚分の資金が
集まった。また、趣旨に賛同した消費者グルー
プ（生協やNPO法人の基金、個人）からも寄付が
集まった。支援者には感謝の気持ちとして会員
農家が生産した有機農産物をプレゼントした。
「営農型発電所」の建設では、県内で施工実
績のあるKTSE合同会社の指導のもと、会員農
家が集まって電気工事以外は自らで行った。
これで建設コストも削減できた。こうして発
電所が完成した。
年間発電量は78,600kWh（発電出力49.5kW）を

見込み、一般家庭の電気使用量の18軒分に相当
する。発電した電気は、有機農産物の産直取引
先でもあるパルシステムグループへの売電が決
定した。電気も「消費者との顔の見える関係」を
大切したいとの思いからだ。将来的には売電収
入を新規就農者の育成にも活用したい方針だ。 

4　有機農業と再エネとの親和性
有機農業も再エネの取組みも共に通底する

テーマは“持続可能な農業、持続可能な地域
とは何か”ということではないだろうか。「営
農型発電所」の農地では大豆の作付けから始
めるが、近い将来、そこで育った人参で作る
「にんじんジュース」で乾杯できる日がくるこ
とが待ち遠しい。それは、いったん途切れた
生産者と消費者との紐帯を再び取り戻し、本
当の復興の“証”となるからだ。

（かわらばやし　たかゆき）

（注 1）実務面での取扱いなど詳しくは、農林水産省
「営農型発電設備の実務用Q&A（営農型発電設備の
設置者向け）」（平成30年8月31日改訂版）参照。

（注 2）一楽照雄氏（1906年－1994年）元農林中央金庫
役職員・JA全中常務理事。「有機農業」という言
葉を考案しその普及に努め、日本有機農業研究会
の創設にも尽力。

（注 3）福島インターネット動画放送局「きぼうチャ
ンネル」（太陽と牛の恵み）では二本松有機農業研
究会・飯舘電力の取組みの様子を動画紹介してい
る。URL  http://kibou-ch.com
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こうした動きと並行してツバキの活用に注

力してきたのが五島市商工会である。同商工

会は、11年に国の助成を受けて特産品開発プ

ロジェクト「G
ゴ ト ウ

OTO M
モ ノ

ONO」を始動するなど、

事業者による新商品開発・販路開拓の支援を

行ってきた。これによってツバキ油を用いた

化粧品や入浴剤などの開発が進み、インター

ネットでの通信販売などの方法も確立した。

さらに、同商工会の立石光德会長が中心と

なって取り組んできたのが、ツバキの花の蜜

から採取された酵母を活用した事業である。

3　「五島つばき酵母」による産業振興

かねてからツバキから酵母が採取できると

にらんでいた立石会長は、12年に秋田県の微

生物取扱業者に分析を依頼した。その結果、

６株種の酵母を分離することができた。これ

らの酵母について長崎県工業技術センターと

共同研究を進めたところ、そのうちの１株種

である出芽酵母（Saccharomyces cerevisiae）が

食品生産に有用であることが判明したため、

これを「五島つばき酵母」と名づけて活用す

ることにした。

現在、「五島つばき酵母」を用いてさまざまな

商品の開発が進んでいる。16年には同商工会

の企画で、同酵母と市内田尾地区のお米「ヒノ

ヒカリ」で仕込んだ日本酒「島
とうらく

楽」の生産が

始まった。さっぱりとした飲み口で多方面か

ら高評価を得ている（写真２）。同年には、市内

のワイナリーが同酵母を用いた「五島つばき

1　五島市のヤブツバキ

長崎県の五島列島は日本有数のヤブツバキ

の自生地として知られ、その実は古くからツ

バキ油の原料とされてきた。2017年「特用林

産物生産統計」によると、長崎県のツバキ油

の生産量は全国シェアの５割強を占める30.6

キロリットルにのぼっている。

列島南西部に位置する五島市にも440万本

のヤブツバキがある（写真１）。しかし、近年

はツバキ林の所有者の高齢化や、相続で所有

者が不明になったりして放棄されるケースも

増えてきた。こうしたなか、五島市ではツバ

キの資源としての価値を見直し、地域再生に

つなげるための取組みが進行している。

2　五島市商工会によるツバキ活用支援

五島市は、長崎県や新上五島町とともに13

～17年に「椿による五島列島活性化特区」の

指定を受けるなど、行政・民間の連携のもと

でツバキの利用拡大に取り組んできた。

主事研究員　寺林暁良

五島市のツバキによる地域再生

写真 1　 五島市内のヤブツバキ
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トは、地区内外の人々の交流拠点とすべく、

18年に旧田尾小学校の校舎を改修してレスト

ラン「T
タ オ フ ラ ッ ト

AOFLAT K
キ ッ チ ン

ITCHEN」を開店した。

五島産食材を用いた料理は好評で、口コミや

雑誌紹介などによって人気が広がっている。

田尾フラットは、19年から田尾産米を用い

た甘酒の製造・販売に着手するとともに、農

業生産にも参入し、同年末には自ら生産した

田尾産米と「五島つばき酵母」を用いたどぶ

ろくの生産を開始する予定である。

ねらいは、甘酒やどぶろくをレストランで

提供することで田尾地区の農業と人々の交流

をさらに活性化させることである。島外、ひ

いては海外の人々が田尾地区に滞在するため

の仕掛けとして、日本酒「島楽」や今後製造

を開始する甘酒、どぶろくを活用した体験プ

ログラムの企画も検討している。

五島市は、同商工会からの働きかけもあっ

て、17年12月に「椿の島・五島市どぶろく特区」

を取得した。田尾地区のどぶろくを活用した

地域再生事業を応援する体制は万全である。

5　身近な資源を見直す

五島市では、ツバキという古くから身近な

存在が、産業振興や交流促進を生む新たな資

源として見直されている。身近に賦存する資

源を活用するからこそ、持続可能な地域再生

に向けた展望も開かれている。

18年７月に「長崎と天草地方の潜伏キリシ

タン関連遺産」が世界文化遺産に登録され、

五島市でも観光客の増加に対する期待が高ま

っているが、ツバキによって五島市の魅力が

増すことで、より多くの人々の持続的な交流

につながることを期待したい。
（てらばやし　あきら）

ワイン」の生産を開始。日本原産酵母を用いた

ワイン生産は初めてのことである。17年には

市内の酒造会社が同酵母を用いた麦焼酎「五

島椿」を数量限定で発売した。19年夏の販売

を目指して魚醤「椿
つばきひしお

醤」の開発も進んでいる。

そのほかにも、18年には愛知県の企業が同

商工会との連携のもとでツバキ由来成分の研

究や化粧品開発に取り組むための新会社を立

ち上げるなど、ツバキによる産業振興が着実

に進行している。

4　どぶろくによる交流促進

五島市の南部に位置する田尾地区では、「五

島つばき酵母」を活用した地域再生事業が始

動している。田尾地区は人口100人、60世帯で、

高齢化率は42％にのぼる過疎・高齢地域であ

る。

田尾地区では、持続可能な地域づくりを実

現するための組織として、17年に一般社団法

人田尾フラットが立ち上がった。田尾フラッ

写真 2　 日本酒「島楽」
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が必要になると推計されており、同国の木材
産業では、原材料の調達が課題となっている

（注2）
。

この課題に対応するように、北米や欧州、オセ
アニア、日本などからの合法木材を集めた木材
流通センターがホーチミン近郊に開設された。
筆者は19年１月に同センターの開設記念式

典に参加する機会を得た。今回の訪問で感じ
た同国の日本産木材への期待を伝えたい。

2　木材流通センターが初開設
19年１月11日、ホーチミン近郊のドンナイ

省ビエンホア市に同国初の木材流通拠点であ
る木材流通センターがオープンした。同セン
ターの開設者は、木材・合板・製材品の卸売
業のほか、製材業、家具製造業を手掛ける同
国のTAVICO社であり、40ha程の敷地のなか
に原木・製品市場、製材工場等がある。木材
の年間取扱量は、40万㎥（うち丸太20万㎥、製
材20万㎥）を目標としている。アメリカ、カナ
ダ、ドイツ、フランスなどからオーク、アッ
シュ、ブナ、ポプラ、クルミなどの広葉樹が、

1　拡大するベトナムの木材利用
2018年の日本の木材輸出額は351億円で、前

年比７％の増加と拡大傾向にある。丸太輸出
量は1,160千㎥（17年国内丸太生産量29,528千㎥
の４％）であり、輸出先は中国向けが８割強を
占め、韓国、台湾と続く（第１図）。
このような状況のなかで、現時点では日本か

らの丸太輸出量は、９千㎥（全体に占める割合
0.8％）と非常に小さいものの、今後大きく輸出
拡大が見込まれる先としてベトナムが注目さ
れる（第２図）。経済発展が進むベトナムでは、木
材産業が成長を続けており、家具等の木材関
連製品の輸出額

（注1）
も拡大傾向にある。その輸出

額は、06年の19億ドルから17年の76億ドルへ
と、10年間で４倍弱拡大している。同国政府は、
この輸出額を25年までに200億ドル（2.6倍）にす
る国家目標を掲げており、特に家具の輸出額
は今後８年で中国に次ぐ世界第２位の規模に
なると期待している。その一方で、ベトナム
木材・林産物協会（Vifores）によると、家具の
輸出額が10億ドル増えるごとに350万㎥の木材

主事研究員　安藤範親

ベトナム初の木材流通センターが開設
─ 日本からの輸入拡大に期待 ─

資料 財務省「貿易統計」、以下同じ
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は、円換算で10万円～50万円/㎡程度である。
一方、同市の最低賃金額は月額２万円ほどと、
この賃金水準では一般的な労働者が同市で住
宅を購入することは難しい。ただし、夫婦共
働きや副業を営むなど複数の収入源を持つ世
帯もあり、世帯所得の増加に伴って住宅が購
入されており、今後の住宅需要の拡大が見込
まれている。
同国の都市部の住宅は、日本の都市部にみ

られるペンシルビル（間口の狭い３階～５階の
中層建築物）に似た外観の建物が比較的多い。
躯
く

体
たい

は鉄筋コンクリート造の柱・梁
はり

からなり、
壁下地にはレンガが使われている。
今のところ、木造の建築物はほとんどなく、

同センターの開設記念式典に参加した事業者
からは、市街地に木造住宅を実現したいとい
う声が聞かれ、式典の来賓挨拶では、カナダ
やニュージーランドの総領事が木造住宅のPR
を行うなど、同国への木材輸出意向の強さが
感じられた。木造住宅の実現のためには「大
工の育成」や「高温多湿な気候条件下の防虫
防湿対策」などが課題として挙げられている
が、木造住宅が普及する可能性は日に日に高
まっている。

（あんどう　のりちか）

日本、カナダ、ニュージーランドなどからス
ギ・ヒノキ、ウエスタンレッドシダー、ベイ
ツガ、ラジアータパインなどの針葉樹が輸入
されており、世界の合法木材が集まっている。

3　愛媛県森連がセンター開設のきっかけ
TAVICO社が同センターを開設したきっか

けに、愛媛県森林組合連合会との関係がある。
同森連は、14年～15年にかけてベトナムで営
業活動を行い、その後同社との取引を開始し
た。17年には同社の社長が愛媛県の原木市場
を視察し、自国でも同じような市場を開きた
いとの思いが実現したのである。
同センターの開設記念式典のステージの背

景には、同森連が輸出したヒノキが並べられ
ており同社と同森連の親密さに加え、日本産
木材の輸入拡大への期待がうかがえる（写真
１）。同森連は18年、西日本の他県森連と連携
し、主に長さ4m、直径24cm以上のヒノキを
３千㎥同国に輸出した。19年には、１万㎥の
輸出が目指されている。ヒノキは、主に内装
材としてフローリングなどに加工される。

4　住宅需要に期待
急激な経済発展のなかにあるベトナムで

は、家具等を中心とした加工貿易のさらなる
発展だけでなく住宅分野の構造用材としての
木材利用による輸入拡大も期待されている。
地域性はあるがホーチミン市の住宅価格

（注 1）輸出統計品目第94類と第44類のうち4408～
4421の合計値。数値は、ITC calculations based 
on UN COMTRADE and ITC statistics。

（注 2）ベトナムの木材生産量は18年2,750万㎥。うち
人工林からの生産量が18年1,850万㎥（ベトナム農
業農村開発省森林総局）。人工林面積は拡大傾向
にあるものの、生産品目はアカシア小径木が主で
パルプ向けチップに加工されるため、木製品の生
産拡大には外材輸入が欠かせない。

写真 1　 木材流通センターの開設記念式典（筆者撮影）
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最近の調査研究から 当社の定期刊行物に掲載された論文を紹介するコーナー

農林金融2019年 3月号

農林金融2019年 2月号
英国におけるエネルギー協同組合の

動向と役割
（寺林暁良）

英国スコットランドのディングウォール風力発
電協同組合、ウェスター・デリー風力発電協同組
合、ドンサイド・コミュニティ水力発電組合とい
う 3つのエネルギー協同組合の動向や役割につい
て考察した結果、次のことが明らかになった。第
1に、英国ではネットワーク組織が協同組合方式
をパッケージ化して設立を支援することで、エネ
ルギー協同組合の設立が相次いできた。第 2に、
エネルギー協同組合が地域の協同組合として評価
される軸となっているのは、コミュニティ・ファ
ンドによる地域への利益還元（コミュニティ・ベネ
フィット）である。第 3に、英国では再生可能エネ
ルギー政策の見直しによりエネルギー協同組合の
新設や拡大が難しくなっているが、エネルギー協
同組合は農業者や地域コミュニティに利益をもた
らす“手段”としての側面が強いことから、既存組
織の運営を全うできればよいという“割り切り”
がみられる。

低成長時代における
韓国クレジットユニオンの経営戦略

（古江晋也）

韓国には、クレジットユニオン（信用協同組合、
以下「信協」という）と呼ばれる協同組織金融機関
がある。信協は1960年に設立されて以来、銀行と
取引することが難しい人々の金融インフラとして
機能し、「金融包摂」の役割を担ってきた。97年
に勃発したアジア通貨危機以降、銀行と信協の取
引先のすみ分けも崩れるようになったといわれて
いるが、本格的な低成長時代に突入した近年では、
信協は新たな事業モデルの模索を続けている。
「低成長、低金利」という金融環境の変化は、金融
機関に経営規模の拡大を促したり、有価証券投資
へとシフトするインセンティブを高める要因にな
る。しかし、本稿で取り上げた 4つの信協の事例
は、厳しい経営環境となるからこそ、今まで以上に
地域に寄り添うスタンスを掲げており、地域社会
を知り尽くすことが環境変化や様々なリスクに対
処する方策の一つとなっていることを示している。

農協の店舗再編と組合員接点の強化
（髙山航希）

金融機関の店舗再編が活発化している。背景に

は、ネットバンク等の普及により店舗の利用が減

っていること、以前より高度な業務が店舗で求め

られるようになってきたこと、収益が減少してお

り合理化を進める必要があること、人口が減少し

ていることが挙げられる。

農協の店舗は他業態より小さく、老朽化してお

り、立地の状況変化に対応しきれていないおそれ

もあるが、支店活動等のための場でもあるため、

農協の店舗再編には組合員の合意形成が鍵になる。

農協の再編事例は、再編を進めるうえでまず農

協や店舗の課題を組合員が共有することが重要で

あり、アクセス困難な人に配慮し、支店活動等の

拠点としての役割を強化することで、地域との距

離を縮められる可能性があることを示唆している。

EUの酪農協における意思決定や
利益配分のあり方

（小田志保）

農産物市場の自由化が進み、EUの酪農協は、販
売力強化のため、大規模化等、組織体制を変化さ
せており、組合員の関係強化が重要になっている。
現地調査等から、スペイン、フランス、オラン

ダの 3つの酪農協について、意思反映や利益配分
から、組合員との関係をみた。その結果、意思反
映や利益配分において出荷乳量の多い産地を重視
していることや、利用高配当の一部を組合への出
資等に転換させる仕組み、また、大規模組合での
地域密着型の組織体制が注目された。
今後のJAのあり方を考える際、参考となるこれ

らの事例では、地域の酪農構造と連動した組織体
制が、組合員参画のもと発展していた。総合事業
性ゆえに、管内に多様な産地を抱えるJAでも、組
織の再編等は内在的に取り組まれるべきと考える。
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最近の調査研究から 当社の定期刊行物に掲載された論文を紹介するコーナー

金融市場

農林金融2019年 3月号

農林金融2019年 2月号
米国の協同普及事業

（原　弘平）

米国の農業者に対する技術・経営支援の制度（協
同普及事業）は、日本の普及事業のモデルとなった
ものであり、その動向は日本の農業者支援制度を
考えるうえでも参考となるものであろう。本稿は、
米国ニューヨーク州における協同普及事業の現状
を通じ、日本への示唆を考察するものである。
米国の協同普及事業は、日本と異なり、州立大

学を中心とした制度となっている。同事業は農村
社会全体の活力向上を中心的な課題とし、農業者
の組織化にも大きな役割を果たしてきた。米国の
農村においても混住化の進展、大規模農家の出現
といった構造変化が進展しており、農業・農村に
おいて必要とされる支援にも分化が生じ、そうし
た変化への対応が模索されている。日本において
も①大学における総合的な知識・技術の活用、②
農業者組織と普及事業の連携、③高度な農業サー
ビスの提供手段等の点において米国の現状に学ぶ
点があるものと思われる。

震災復興と関係人口
（岡山信夫）

農山村における復興の重要な要素として外部人

材の活躍、関係人口の貢献がある。東日本大震災

からの復興においても同様であり、多くのボラン

ティア、研究者が現地に入り、さらに地域おこし

協力隊メンバー等が復興・再生、内発的発展に向

けた取組みの一翼を担った。

本稿では、「新しい内発的発展論」や「関係人口」

とはどういうものかを概観したうえで、1990年代

から農村振興政策として位置づけられてきた都市

農村間の交流施策を振り返り、二本松市東和地域

の「ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会」と飯

舘村佐須地区に拠点をおく「ふくしま再生の会」

が進める内発的発展に向けた取組みと関係人口に

ついて考察する。

潮流 　気候変動に対する「緩和」と「適応」
情勢判断
（国内）
1　 海外経済の減速を受けて足踏みが続く
国内景気

（海外）
1　公表されている指標は堅調に推移
2　政策効果により19年6.5％成長は可能

分析レポート
1　「黄色いベスト」が浮き彫りにするフランス
経済の問題点

2　2017年度の協同組織金融機関の決算と
今後の戦略

今月の焦点
日本の財政⑨：2019年度一般会計予算案

連載
金融機関の新潮流
業界トップクラスの取引シェアを誇る
都留信用組合

海外の話題
「オーストラリア経済雑感（日本との違い）」

2019年 2月号

潮流 　『ラデツキー行進曲』とヨーロッパの地政学
情勢判断
（国内）
輸出の先行きに不安を抱える国内景気
（海外）
1　労働供給制約が意識されつつある米国経済
2　景気減速が鮮明になるなか景気下支え策を
強化

分析レポート
ユーロ圏で崩れる「ドイツ一強体制」

経済見通し
2018～20年度経済見通し

連載
金融機関の新潮流
徹底した訪問活動で現場主義を貫く
広島市信用組合

今月の焦点
地方創生「総合戦略2018改訂版」の注目ポイント

2019年 3月号
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あぜみち

わかめの種苗研究で海藻産業振興に取り組む
理研食品株式会社 原料事業部 原料事業グループリーダー

博士（生命科学）　佐藤陽一

全国各地のわかめの特性調査と選抜試験を実
施し、早

わ

生
せ

や晩
お く て

生の優良系統を確立しました
（文部科学省・東北マリンサイエンス拠点形成事

業の一環）。（2）については、パナソニック（株）
との共同研究によって、野菜工場の設計で用
いられている複数の環境要素を考慮したシミ
ュレーション技術を活用して種苗生産条件の
最適化を行いました。これらの研究成果をも
とに2017年７月には宮城県名取市閖

ゆり

上
あげ

に「ゆ
りあげファクトリー」を設立し、わかめ種苗
生産を開始しました。稼働２年目となる2018
年度は約12,000mの種苗糸を生産し、宮城県
南三陸町などで活用いただいています。また、
わかめ養殖では生育初期に枯死する「芽落ち」
が生産量減少の原因となっていることから、
2018年度は種苗生産条件の最適化で得た知見
を活かして種苗のストレス耐性に関する研究
を実施しており、養殖技術改善につながる結
果が得られつつあります。
この50年間、わかめ養殖は生産者の知恵と

工夫によって技術が進歩し、今日まで継承さ
れてきました。私たち加工業者も、カット乾
燥わかめをはじめとした製品開発を行ってき
ました。わかめ産業を今後も発展させるため
には、いま一度わかめの生態や育種の分野に
目を向けるべきであると感じています。生産
者・漁協職員の方々のご経験を活用するとと
もに、都道府県・大学との連携によって養殖
生産量の安定化に繋がる研究を推進し、海藻
産業振興に取り組んでいきたいと思います。

（さとう　よういち）

日本における養殖わかめの約７割は岩手県
および宮城県の沿岸で生産され、「三陸わかめ」
のブランドで知られています。しっかりした
歯ごたえが特長で、味噌汁やサラダはもちろ
ん、春の収穫時に採れた原藻をさっと湯がい
ていただく「わかめしゃぶしゃぶ」も人気で
す。当社においても乾燥タイプの「ふえるわ
かめちゃん®」を販売しております。しかし近
年、養殖わかめの生産量は減少傾向にありま
す。2017年度の生産量は約２万５千トンでし
た。これは、もっとも多かった1999年度の約
半分です。原料価格も大きく変動し、ここ数
年で２倍以上に上昇しています。
減産は生産者数の減少が一因となっていま

す。岩手県内の漁業協同組合からいただいた
情報によれば、この20年間でわかめの生産者
数と養殖施設数は約半数に減少しています。
その一方で、他の食品と同じく国内産原料の
ニーズが年々高まっていることから、供給が
追いつかず原料不足となっています。このま
ま生産量が減少し、原料価格の高騰により適
正価格での商品提供が難しい状況が続けば、
わかめ加工産業全体が縮小しかねません。生
産量を維持していくためには生産性向上をも
たらす技術革新が必要です。
東日本大震災以降、当社では、（1）わかめ生

産性向上のための優良系統の開発、（2）優良系
統を活かすためのわかめの苗ともいえる種

しゅびょう

苗
生産の安定化、に取り組んできました。（1）に
ついては、理化学研究所との共同研究によっ
て、新規開発した育種試験用水槽を利用して
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